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伸縮のない製図材料と地図・第2原図複製

基本図含化材料

●ミクロトレースP・PW(白マット）。。・・・・航空写真図化用（鉛筆専用）ポリエステル

トレーシングフィルム

●A・Kケント紙・・・・・・・・・・・・・・・・航空写真図化用アルミ箔サンドケント紙

●ダイヤマット．．．．・・・・・・・・・・・・無伸縮ポリエステルトレーシングフィルム

基本図第2原図

●ミクロコピー。最も多く使用されているポリエステルフィルムの第2原図(セピア・ブルー）

●ミクロポジ・・・・。。・・・・ブルー・セピア黒色画像のポリエステルフィルム第2原図

基本図編纂

・言:而饗本圃をﾄﾚーｽを行なわず写真法にて接合し林班ごとに鵬｡又憾流5.ZUrm
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に縮尺・図割を替え編纂

○その他図面複製及び製図材料に関することは何なりとご相談下さい。

本社・東京都新宿区新宿2－13（不二川ビル）

商ジATEL(354)｡361(代)ｴ場.東衰崎ゞさもと云謝纐寵脅野町2-8("ピﾙ内）
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○デンドロメーター（日林協測樹器）
価格22,500円（〒込）

形式

高サ125mm

幅45mm

長サ106mm

概要

この測樹器は従来の林分胸高断面祇測定方法の区画測

量、毎木調在を必要とせず、ただ単に林分内の数カ所で、

その周囲360。の立木をながめ、本器の特徴である。

プリズムにはまった立木を数え、その平均値に断面積定

数を掛けるだけで、その林分の111a当りの胸高断面積合

計が計算されます。
機能

プリズムをのぞくだけで林分胸高断面積測定、水平距

離測定、樹商測定、傾斜角測定が伽単にできます。

磁石で方位角の測定もできます。

プリズムの砿伽

K=4壮齢林以上の人工林、天然林、水平距離測定、樹

向測定

K=2幼齢林、薪炭林、樹高測定

（水平距離設定用標板付）
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治山、砂防事業の使命
４
１
９
口

り

倉 上靖
〔建設省，河川局砂防課長〕

災害の防除，国土保全のにないてとしての治山，砂防のはたす役割はきわめて重要なも

のである。

‐最近における災害は，土石流，急傾斜地の崩壊等，土砂に関連する災害が顕著になり，

亀

その重要性が増を認識されると同時に，責任の重大さを痛感させられる次第であります。

土砂の生産の源ば，大半は山地であり，最近はこの山地において山砂利の採取，あるい

は宅地，工場用地の開発等，山地の利用，開発が急速に行なわれるようになったが，これ

に伴い有害な土砂の生産も多くなり，災害の原因ともなって，開発利用と保全との調整が

きわめて重要な問題となって来ております。

山地の利用，開発を行なう者は，下流に害を及ぼすことのないよう，土砂対策を十分配

慮すべきで，無計画，不用意な行為にかかわる土砂害においては，その原因行為者の責任

は，まことに重大なものがあり，十分そのつぐないをはたさなければならないと考えられ

る。

また最近顕著になった土砂害は，局地的，異常な豪雨に原因するものが多い。われわれ

はよく30年確率雨量，あるいは50年確率雨量という言葉を用いるが』最近の豪雨は100

年あるいは200年に1度という確率の降雨があり，壊滅的な被害をこうむることが多くな

ってきた。

国民経済的な観点，あるいは投資効率等からして，とても100年，200年の確率雨量に

耐えうる治山，砂防対策を普遍的に行なうことは，現在では無理であると考えられる。こ

れはまったくの天災，不可抗力による災害であり，これに対する対策を行なうのも，治山

事業，砂防事業の使命であると考えられる。

昭和41年度のわが国の国民総生産は35兆9千億円という膨大な額にのぼり，年々 実質で

8～9％，名目で12～14％づつ増加していくといわれ，国民の資産，公共施設も増加の一

途をたどっているのであるが，これらを災害から守り，国民の繁栄を願う,には，治山，砂

防事業等の国土保全事業の量を加速度的に増加させなければならない。

限られた予算の範囲内において，最も効率的に国土保全の責務をはたすため，治山事業

と砂防事業のより緊密なる連繋を行なう所存である。
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天火“噌失
〔淋舜泳唾疎{蕊箪諜〕

まえがき

森林に対する公共的要請がますます増大し，また，林

業従事者の地位の向上が要請されているにもかかわら

ず，これらの権能充足の源泉ともいうべき造林事業は遺

憾ながら停滞ないし減退の方向を示していることは，周

知の事実となっている。私は，本誌288号（昭和41年3

月号）において，「これからの造林政策の方向」と題し

て造林事業の現状と問題点，ならびに造林施策の今後の

重点方向について展望をこころ承たが，その後，検討を

加え，その一環として，造林事業の最も停滞している低

開発広葉樹林地帯の造林推進策として団地造林事業を創

設し，昭和42年度より実施するはこびとなったc

この事業は，今後の拡大造林推進の中核的事業となる

と考えられるので，そのねらいと内容等についてご紹介

し，誌友のご参考に資することとした。

1．団地造林の必要性

低開発広葉樹林地帯においては，造林の停滞が著し､、

が，その原因は周知のように低質広葉樹の需要の低下，

林業労働力の流出，労貨高騰，造林地の奥地化等が複雑

にから染あって現象化されている。

かつての木炭生産地帯は林野率が大で，住民の林業依

存度が高いにもかかわらず，従来からの掠奪伐採のくり

かえしによって森林賓源の内容が貧弱化しており，これ

までも資本不足一生産力の低位一低所得一一低職買

力一低投資一資本不足という，いわゆる「貧困の悪

循環」がなされてきた地域である。それでもこれまでは

薪炭原木を売却した場合に，その売払い代金と造林補助

金とによって造林費を賄いえたものが，最近では相当の

、

f

持出しとなるばかりでなく，薪炭原木として広葉樹が売

れないという実情にあり，この地域の拡大造林を推進す

るたあには，まず，この低質広葉樹を売払いしうる方策

を誰ずるとともに，その跡地を造林するための蟹金を確

保すること，さらには，保育，保謹を続けうる労務を確

保する施策をとらなければならない。

しかし，造林低滞の原因が前述のような椛造的要因に

基づくものであるだけに，阻害要因を除去するために

は，単なる生産対策だけでは不十分であり，榔造対衆が

同時にもりこまれたものでなければならない。本来，生

産対策と構造対箙とはそれぞれ楯の一面であり，密接不

可分の関係をもっている。この一連性を有効的にJI､かし

織造対策を行なうことによって生産対策が発展する契機

をつくることが必要であると考えられる。

団地造林事業はこのような基本的な考え方にたって編

承だした方策である。以下，主な問題意識とその対策に

触れて承よう。

（1）拡大造林推進の前提として低質広葉樹林を有効に

売払う方策が必要である。

国内に広大かつ大坦に存在する低質広葉樹資源を有効

的に開発することは拡大造林推進の第一歩であるが，薪

炭林が薪炭原木の供給源としての性絡を薄くした今日，

薪炭林の需要開拓が問題であるが，新たな滞要先として

当面最も期待されるのがパルプ・チップ材の原料として

である。もちろん退嬰を続ける薪炭生産といえども需要

部門の一つであり，また椎茸原木も然りではあるもの

の，大量需要を期待しうるものはパルプ・チップ部門で

あろう。しかしながら，ここで注意すべきことは，従

来，薪炭原木として売払ってきた方法とチップ材として

売払う場合の方法に基本的差異があることである。すな

わち，これ童での薪炭林の売払方法のように小而讃分散

的に，間歌的に立木を売払うことはチップ原材料の需要

側の要求に合致しにくい。チップ材料としては，鐙的に

まとまって，計画的，持続的に供給しうるような態勢を

供給者側がつくらなければならない。したがって，なる

べく団地としてとりまとめ，計画的に売払いを実施し，

チップ材生産が軌道に乗りうるよう環境をつくる必要が

ある。

次には撤出路の問題がある。実態調査によるとチップ

生産者が現在低質材を集荷している林地は林道端から

500m以内のものが全体の過半数を占め，同じく1,000m

以内のものが全体の80％以上を占めている。ところが，

広葉樹林の64％が林道端から1,000m以上の距離にある

資源となっている。したがって林遊の開設の促進は当然

のことであるが，林道計画は，将来，林道終点もしくは
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I

宙

Z

〆、

日

へ ＄
一
二



■

I

型

色

琴
⑱

林道端から集材機で1スパン（距離500m)で集材できる

ように計画されているが，山岳林においては平均500m

としても実質的に1,000m以上もはなれる林地が出てく

ることは当然考えられるし，負担力の低い薪炭林地域で

はその傾向が大きいと象なければならない。したがって

林道端から500～1,000mの間にある薪炭林の開発利用の

ためには林道の毛細管的役割を果たす作業道のようなも

のが必要となってくる。これに対する国の助成を考慮す

る必要があろう。

（2）林業経営上，労務調達の要請等から造林地の団地

化の必頚生が高まってきた。

林業労務の需給関係は，現在のところ労務者不足のた

めに事業がすすまないというほど切実に逼迫した情勢に

おかれてはいない。しかし薪炭生産の崩壊によって，冬

季労働力の燃焼の場が失なわれ，冬季余剰労働力の堆積

がはなはだしくなった反面,､労働力の流出，出稼ぎ等の

ための農作業と競合する春から夏にかけての植付け，下

刈りの労働力が不足するという事態が各地域に共通の問

題として台頭してきている。地域の林業依存度を考慮し

ながら住民に雇用機会を与え，過疎防止をはかるための

施策の一環として，低質広葉樹を対象とする伐採利用活

動から拡大造林を計画的に継続する必要があり，低質材

を団地的に伐採し，計画的に造林地を造成する方式，特

に公営造林において実施する方式は過疎防止上きわめて

有効な施策となろう。，

また，林業経営の立場から象ても，林地を集団化し，

労働の稼働率をたかめ，機械化を促進し，労働生産性を

たかめることは重要であり，省力林業の導入しやすいよ

うに林地を集団化することは今後さらに重要となってこ

よう。

（3）造林資金の確保を容易にする必要がある。

かつての薪炭生産地帯に拡大造林を推進するために

は，地域の個別経営の基盤があまりにも弱体であり，外

部から与えられた情勢変化に対応して生産活動を行なう

ことがなかなか困難で拡大造林も遅念として進まない実

情にある。このような地域において自己発展的な成長を

始動させるためには，当初に十分な推進力を与えなけれ

ばならない。それは，飛行機における離陸と同様な措置

が必要である。飛行機がいかに滑走しても，一定の速度

に達しない限り劉鍵できないと同様に，小さな努力をい

くら積承重ねても基本的状態を変化させうる「きっかけ」

を与えない限り大きく飛躍することは困難である。この

take-off(離陸）させるために外部からの賓本導入を藷え

なければならない。自営造林に対する補助率のかさあ

げ，さらには，自営造林の行ないがたい場合に，公団，

公社等の公営による分収造林の導入こそ，薪炭林地帯の

拡大造林を推進させる最大の武器であり，過疎対策上か

らも重要な施策であるわけである。

2．団地造林事業とは

団地造林事業の基本的考え方は，特に造林のおくれて

いる山村地域において，薪炭林などの低位利用がなされ

ている森林原野を計画的かつ集団的に人工林に転換して

森林生産力を増進させ，今後増大する木材需要に対処す

るとともに，国土の保全，当該山村地域の経済振興にも

寄与しようとするものである。

民有林における今後の拡大造林面祇約320万haのうち

の3分の2に相当する面讃が附鯉予率70％以上，天然林率

65影以上の旧市町村の区域内に存在している。これらの

市町村の多くが，かつての薪炭生産地域であり，拡大造

林の停滞地域である。この地域の造林停滞は今後のわが

国資源政策上きわめて悪影響を及ぼすわけで，放遜する

わけにはいかない。

団地造林事業はこのような地域の造林促進策として創

設されたものであり，一定の要件(林野率70%以上，天然

林率65％以上もしくは天然林面積1,000ha以上の旧市町村で，

経済的，社会的および自然的賭条件をかんあんして団地造林事

業を促進する必要があると露められるもの）を備え，都道府

県知事が団地造林促進地域として指定した区域において

実施しうる事業である。この促進地域内において森林所

有者等が団地造林事業を実施しようとするときは，あら

かじめ三カ年以内の期間において20ha以上の造林を実

施する計画を作成し，知事の承認を受けてその計画に基

づき事業を実行することにしている。

3．団地造林事業の特徴

（1）造林地の集団化をはかった。

これまでの造林事業は，森林所有者個人個人の植栽計

画に基づいてばらばらに実施してきたが，わが国の林地

所有状況は零細分散の度合いが著しく，林業生産の合理

化をはかり，林業経営を近代化するためには，施業の単

位となるべき林地を協業促進等によって団地化をはかる

必要がある。そのため林地を集団化することにより森林

の保育，保謹はもちろん，伐採収穣も合理的に施業がで

きるようにした。また，労働力の流出に対処し，組織を

利用した省力作業と導入しうるようにしするとともに，

専業労務班等の活動を職種化し，労働稼動率をたかめう

る素地をつくるため造林地を団地化させた。このように

生産対策と櫛造対策を一本化したことにこの3錐の特徴

がある。
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（2）造林事業の計画性を強めた。

造林計画は，これまでも市町村単位にたてられた長期

計画に基づいて年度計画を作成し，これに立脚して個燕

の森林所有者が造林事業を実施してきた。しかし，その

計画性は必ずしも高くなく，特にここ数年，低質材の売

払いが困難となるに及び，不実行箇所が続出し，計画的

に造林することが困難であった。

団地造林事業は，事業実行者により，また，協業の場

合ば協業体により，あらかじめ三カ年以内の実施計画が

たてられ，この計画に基づいて事業が実行される仕組象

となっている。この計画は一団地20ha以上の団地につ

いてなされるため，前生樹の伐採も集団的かつ計画的に

実施され，生産の計画化ができ，伐採，搬出工程の機

械化が可能となり，生産性がたかまり有利に販売がしう

る。また，造林計画についても伐採計画と関連をもたせ

つつ策定されるので，計画的，合理的に実現しうること

となろう。この事業が軌道に乗って進展しはじめると他

の一般造林事業も団地造林事業と中核体として遂次計画

性も高かまることも期待できよう。

（3）公営造林の位置づけをしたこと。

造林事業は，できるだけ林業従事者，童たは林業従事

者の組織する森林組合などの自主的協業体によって実施

されることが望ましい。しかしながら，低開発広葉樹林

地帯では資金不足等のために造林投資を自ら行なうこと

が困難な場合が多い。そこでこれらの地帯においては，

林業の自律的発展がなしうる段階まで誘導するために

は，公的機関による分収造林，換言すれば公営造林の導

入が必要である。このことは，生産対策上の意義がある

だけでなく，その地域の住民に働く場を与えるとともに

林業従事者として自律的発展をするための契機を与える

わけであり，過疎対策としても役立つものと考えられ

る。

団地造林事業要綱では，団地造林促進地域内に鑓い

て，団地造林を実施することが適当であると認められる

地区で，森林所有者自らがこの事業を行ないがたいとき

は，都道府県，市町村，造林公社等と分収契約によって

団地造林事業を促進させることとしている。この考え方

は，造林政策上における公営造林の位置づけをし，低開

発広葉樹林地帯の造林の担い手について明確化しようと

したものである。

（4）造林作業路の開設についても助成の対象とした。

拡大造林の停滞原因の一つとして低質広葉樹の売却不

振があることはすでに述べたが，売買の不調の大きな理

由は，搬出路がないため価格の折合いがつかないからで

ある。現在の林道開設計画の基準は前述のとおり林道終

ノ

点もしくは，林道端から集材機1スパンで集材でぎるよ

うに，距離にして平均500m程度まで林道を開設するこ

ととしているが，山の地形は複雑であり，資源柵成等そ

の関係から，必ずしも500mの距離まで林道が開設され

るとは限らない。この作業路は林道端から500m以上離

れている地域において団地造林を実施する場合，前生樹

の伐採促進，搬出，造林資材の運搬，労務者等の通勤等

のため，必要に応じて作業路の開設に対しても地栫型の

一環として助成することとした｡､この造林作業路は，林

道の毛細管的役割を果たすもので，団地造林事業の実施

期間中だけ使用しうる程度の簡易道である。これによっ

て，林道ばたから比較的遠距離に集団的に存在している

低質広葉林地帯の造林の進展が期待される。

（5）助成を強化した。

造林の補助制度は現在，係数制度を採用しており，基

礎因子は拡大造林120点，再造林60点とし，拡大造林に

傾斜配分した施策をとっている。この団地造林事業はこ

の基礎因子を170点とし，実質的に20％の補助率アップ

に相当する高率助成をしている。また，造林作業路の開

設についても造林地推えの一環であることに鑑象，同率

の助成をすることとした。

この実質的に二割アップに相当する優遇措腫をとった

根拠は，薪炭林の伐採促進と地栫え饗のわり高に対処し

ようとし計数的に算出した結果によるものである。禰鋤

率アップがきわめて至難な現状下においてこのような措

腫がとりえたことは造林助成の歴史から象ても画期的な

ものであるといえよう。

4．団地造林事業の計画量

この事業のねらいは造林地1,000万haを造成する造

林事業の中核的役割を果たすことにある。この事業の対

象となる旧市町村の数は，全国の旧市町村約11,000の

うち，その20％に相当する2,300であり，この地域内の

要拡大造林而讃は約244万ha見込まれるが，団地造林

事業によって実施される面穣はその40影に相当する約98

万haと推定している。この面獄を昭和60年までに達成

することとし，長期計画を策定して実施することとして

いる。

昭和42年度は実施の初年度でもあるため，団地造材禰

積は3万ha,造林作業路34kmで，これに要する国の

補助金は約11億5千万円となっている。

目下，各都道府県においてはこの事業量の達成のため

着奔と事業が実施されている。

× ×

××
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林 業経営と林業技術

－林政目的と技術の方向一
’ 小沢今朝芳

〔林業経営研究所〕

弓一三一一一諸二目二目二龍詣

が，林業発展段階から林業技術の導入過程を象てゑよ

う。

発展段階としては第一段階は組織化の段階，第二段階
は最少費用原則の段階，第三段階は収益最大原則の段
階，そして第四段階の利害関係者集団調整の段階に至っ
て理想の状態に達するという（有水弧氏)。

第一段階の組織化の段階では，植伐計画のもとで運営
されてはいるが，その内容は幼稚なものであり，多分に

場当たり的経営の域を脱しえない状態である。したがっ
て，そこのでの林業技術も，単純な在来の部分技術が模
倣的にとり入れられているにすぎない。

第二段階の最小賛用原則の段階になると，植伐計画か

ら一歩進んで施業計画（施業案）がくまれ，森林の維持

改良を図ろうとするのである。しかし資本蓄較が不十分
であるので，流動饗用に支出の重点がおかれ，固定磯用

の支出（たとえば林道など）に対してはきわめて消極的
となる。したがって，ここで採用される林業技術は最小

費用原則に規定され，それは在来技術に依存し，育林技
術に進歩はふられるが，労働手段の改良などには消極的
である。

第三段階の収益最大原則の段階では，森林所有者は稜
極的に林業経営にとりくむにいたるが，そのことは賓本
蓄積がある段階に到達したことを意味している。固定資
産への資本的支出を増加させることにより，より大きな

収益の実現を目指す行動をとる段階である。たとえば大
規漠な林種転換,林地の購入,林道投資,機械化,労務
教育を積極化するなど，機能的にすぐれた利益計画を前
提とし，この段階で，初めて資金計画を中心とした経営
計画が作成され実行されるにいたるのである。林業技術
も相当高度化し，経営技術化に進むのであるが，先駆的
な近代的な感覚をもった森林所有者（経営者）にして，
初めてこの段階に達するのである。

第四段階の利害関係者集団調整の段階が，林業経営の

理想の段階であるとされる。第三の段階までは林業労働
者は客体つまり原価として詮なされているが，この段階
に至ると労働者が経営単位の欠くべからざる一員であっ
て，そこにすぐれた人間関係を作りあげることが経営の

まえがき

林業生産力の発展が強く要請され，国の政策もその方

向に進められているが，生産力発展の一つの重要な契機
をなす林業技術も新しい観点から，そのあり方を見直す

必要がありそうである。すなわち経営がとり入れる撫荷
も，社会経済の進展とともに変化し，在来技術の選択や
新技術を加えての再編が行なわれつつあるが，その再編
は経営の自発的発意もさることながら，林業政策に大き
く影響されている。

従来の（正しくは基本問題以前）林政がめざしていた

ものば，国土保全の確保であり，森林資源の維持であっ

たが，現在では林業総生産の増大であり，林業従事者の

所得増大である（そのことによって国土保全も図られる

とするのであるが)。

従来は林業は公共的な国土保全に根拠をおき，森林資

源の維持培養が図られてきたのであるから，そこでの林
業技術は，蓄積保育作業に主体をおいて組立てられ，経
営的にみれば財産保持的経営に指向したが，それは社会
的にも容認されてきたといえる。ところが戦後は大きく

変わり，こうした資源政策では増大する需要に対応でき
なくなり，つまり林業の経済行為としての森林再生産に
重点をおいた新しい政策へ転換しなければならなくな

り，前述のような林政目的がかかげられるに至ったので

ある。したがって林業技術も林業の総生産の増大をめざ
して，早期（多収穫）育成林業に主体をおいて組み立て
られ，経営的には企業的経営に指向することが要請され
たわけである。

従来の林業政策の価値判断基準は林業の内部だけにあ
ったが一森林経営の特殊性の上に体系づけられた－，そ

れがするどく国民経済的な要請のなかで考えざるを得な
くなってき－一特殊性に重点をおかず，むしろ経営と
か，流通といった一般的な問題として－，したがって
そうした経営方向を支える林業技術は，従来のものとは

質的に異なったものとしてあらわれてくるであろう。
1．林業技術の浸透

林業経営者の林業技術への適応し方は一様ではない。

それは林業経営者の意識と資本蓄穂の程度などによる
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前提となる。そして林業技術の開発とともに，経営の管

理技術の高度の発展をまって，この段階に達することと

なる。

さて，林業経営一般に妥当する林業技術はありえな

い。個別経営が採用してはじめて林業技術となるのであ

るから，経営に適当した技術はあくまでも相対的たらざ

るをえないのである。経営主体が選択の自由をもつから

には，純技術としてはそれ自体合理的であっても，経済

性をもちえない技術もあるわけである。しかし現実には

資本の調達力において，あるいは知識において選択の自

由は束縛されており，初期の段階では労働対象の改善が

精一杯であり，ついで労働手段の改良に進象，ついに主

体的な労働者の問題に及んで理想の状態に近づくのであ

る。

「選ばれた林業経営者」（股業祭参加）の記事を承る

と，大体において前述の発展段階をへて進んできている

ようであり，現在では第二ないし第三の段階にあるよう

に象える。

これらの経営者は先駆者的であって，いずれも人工林

の造成をめざし，新技術の導入も予想外に積極的であ

る。もちろん全国的に承ればぼんの一握りにすぎないか

もしれないが，企業的経営へ指向していることがうかが

え，これらが技術開発の核となって発展しそうな気配が

感ぜられる。

しかし企業的経営とはいっても，林業生産の特殊性か

らして利潤が常態的にえられないときは，いつでも古い

形の単なる地主的経営に後退する危険性をもっている。

したがって，林業では企業的経営にあっても，そうした

財産保持的行為を認めつつ，一歩後退二歩前進的な林業

経営をめざすほかないが，安定した経営に導くためには

強力な林業政策を必要とし，それを支えるものとして林

業技術の体系化が急がれねばならない。

2．林業技術の体系化

戦後における林業技術の特色は，早期育成技術の開発

と経営技術への高度化ということであろう。

早期育成技術については，いまだ普遍的な技術体系と

しては確立されたとは言えないが，とくに30年頃からの

経済自立，高度経済成長にともなって，需要量の著しい

増大は増伐の要請となり，これに対処するものとして多

分に他律的要因のもとに，早期育成林業思想が形成され

た。

従来は林業は大部分を自然力に依存する長期の事業と

観念され，またそれでよい．という考え方が支配的であっ

たが，それが他律的要因によって形成された早期育成林
業思想によって徐盈に内発的萠芽が成長L,自律的成立

へと発展したといわれる。前述の「選ばれた林業経営

者」たちは密植，肥培，育種，外国樹種など一連の新技

術を職極的に導入実施している。戦前にあっては新しい

技術は国有林でとりあげられることが多く，いわゆる官

林技術を形成し，これは民間には及ばず，むしろ民間で

は対立的に在来技術に依拠していた傾向があった。

このたびの早期育成林業思想は，ややニェアンスを異

にするとはいえ大体時を同じくして国有林，民有林に浸

透し，両者が歩調を揃えて拡大造林を推進する根拠とし

た。

本来ならば早期育成林業を成立させなければならない

という経済的要謂に対応して技術開発がなされ，その成

果を活用して，早期化が行なわれるというのが筋である

が，事業，研究ともに長期間を要するという林業の特異

性のために，経済的要請が未完成の技術を早期化に直結

先行せしめ－これは林業技術の宿命的なものであるが

－，あとからその効果を維持し，拡大するために技術

開発が併行して進められているのである。

こうしたある種の危険を含んだ技術が国有林はともか

くとして，前述のように民有林にひろく採用されている

ということは注目すべきことである。これらの人左が，

こうした新技術を採用することによって，いわば先駆者

利潤を収めうるという見通しをもったからであろうが，

そこまでいかないとしても，森林から上がった収益は森

林にかえすべきだとする倫理観のもとに，ある種の期待

を抱きながら投資的行為にもとづいて行なっている人も

あろう。

したがって，普遍的な早期育成の技術体系の確立が予

想通りに進まず遅れた場合は，早期化の一時的な後戻り

現象が生じようが，それは林木における熟期が不確定で

あるということを利用して，予定伐期を延長することに

よって，ある程度の危険は回避される。これらの「林業

経営者」は，こうしたことを十分考慮に入れながら，新

技術の開発に努力しているが，そのことの方が従来の方

法よりすぐれているということを，現実の経営の中で部
分的とはいえ確認しているからであろう。

なお早期育成技術だけが本来の林業技術だというので

はない。ここには戦後の林業技術の特色としてとりあげ

たのである。

次に技術を組織化する技術，つまり経営技術が高度化

したことも，戦後の特色と承られる。もともと経営技術

は施業案技術の中に育ってきたが，内容的には大きく質

的転換が承られる。

部分技術の改善は大切であるが，それがすぐれていて

も，それを生産過程において体系化することが不出来で
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変した，労働者はそれらの器具，機械の担当者となり，

またこれらの労働者を技術指導する技能的技術者が生ま

れ，さらにそうした機械化を成功せしめるための作業組

織の合理化をつかさどる経営技術者が重要な役割を演ず

ることとなった。

機械が経営にどれだけ導入されたかによって，その経

営の企業化の度合いをはかりうるとされている。林業に

おける機械導入といっても，育林過程においてはその入

りうる条件はきわめて乏しいが，機械化による完結した

技術体系が，これからの林業経営の目標であり，そのた

めには育林過程自体をも伐出の機械化体系に組承こむ必

要がある。そうしてこそ年間継続雇用条件の確立と育林

技術の高度化への条件が整備されることになり，そこに

一貫経営のもつ意義があるわけである。

技術は技術者や経営者の決意によって用いられるので

あるが，技術者も前述の如く二つにわけられ，それぞれ

技術への対応の仕方は異なっている。すなわち技能的技

術者は部分（個別）技術の担い手とし，経営技術者は体

系的技術の担い手としてあるのであるが，部分技術はそ

のめざすところが個4rの物（収量とか出来高とか）にあ

り，体系的技術のそれは経営成果（純収益）にある。し

たがって，技術の発現形態が前者は物的・有形的技術と

して，後者は知的，無形的技術となるので，この両者は

それぞれ分化した上で，その技術目的を追求すべきであ

る。

林業技術の体系化といっても，単に部分技術を集めた

だけで完成するのではない。そこで用いられる技術の体

系は，そこにおける主体的な人と人との協同して仕事す

る程度によって決められるのであるから，両者は相互規

定的な関係にある。とくに育林技術にあっては，経験に

もとづく－－科学的にまだ解明できない－技能的分野

も相当多いので，こうした篤農的技術の科学化に努める

とともに，当面技能の低下を防ぎ，かつ後継者の育成も

怠ってはならない。

あれば所期の効果をあげることはできない。さりとて，

あるところで体系化された林業技術があっても，それを

そのままそっくりあてはめることはまずできない。それ

は，そこでの各種の生産要素が質においても，鐘におい

ても異なっていて，それらが組合わせられたときは特有

な仕組承をもってくるからである。前述の「林業経営

者」を承ると，まず資本力とそれに応じた人的撒成があ

り，それを核として新技術の導入があり，作業組織の合

理化が図られ，機械化が行なわれている。もちろんそれ

と併行して適正な労務管理も行なわれており，資本蓄積

の充実と林業知識の向上とともに，経営組織を漸次拡大

していっている。そこでは当然なことといえ利益計画や

資金計画が中心となり，労務管理が重要視されている。

あらかじめ森林の理想的な姿を描き，一定のスタイルを

整えるため，森林の組織化を想定し，その上で人と金と

の組織化を図るといった考えには忠実ではない。これら

の経営者の求めているものは，このような形而上的なも

のではなく，それは林業の現実であり，人と森林との関

係なのである。つまり技術的観点からゑて合理的な施業

であっても，収益性を高めることに寄与しないような施

業，つまり経営技術的にみて合理的でないものはうけつ

けないのである。林業従事者の所得増大をめざすからに

は，経営技術の高度化がぜひ必要となってくる。

3．林業技術の担い手

戦前にあっては，国有林は部分技術よりも森林の組繊

化理論（施業案）に中心がおかれ（それは一定の方式に

より，それにはめこむものであり，現場の実態よりも理

論構成に主体がおかれた)，部分技術は現場の林業労働

者の良心や担当区員によって担われていた。民有林は部

分技術，それも栽培技術に重点がおかれ，現地主義に徹
していたが，これらの技術を体系化する技術には欠けて

いた。当時は一般に低廉な労働力が調達でき（腱山村の

過剰人口)，また日本経済の恒常的インフレが人エ造林

を促進したといわれるが（貨幣価値の下落を，低廉にし

て貯蔵不可能な労働力を利用することにより，避けるこ

とを可能ならしめる有効な手段として)，労働力の調達

に困難がなかったので，、人、の問題には関心が払われ

ず，したがって技術もその面から規定され，労働対象の

改善には熱心であっても，労働手段の改良には消極的で

あり，作業組織の合理化というようなことには及ばなか

った。

部分技術の担い手は労働者にあったが，とくに伐出技

術にそれがみられる。木寄，集運材，貯材，製炭，製材

等は労働者が長い体験によって修得したものを経営者側
砥そのまま利用していた。戦後は機械化により様相は一
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担当者自身もそれに適応できる経営と準備がなかったと

いうのが現実のようにおもわれる。たとえば，機械化の

推進にあたっては，1）機械の通路となる林道が決定的

に不足していたし，2）そこへ機械の無秩序な導入が行

なわれ，かつ十分にそれをこなすだけの技術も人も欠け

ていたこと（これは一般論として言えるが，林業界の指

導的な立場にある国有林においても，林業内部に企業意

識が育っていなかったこととしても仕方がない）などに

染られるように，その過程においていろいろな混乱を生

じ，林業における（企業性と公共性の中で）とくに企業

性而での体質改善を遅らせる結果をまねいてきたと筆者

は認識している。

ところで，今日の林業労働所得はかなり改善されてき

たというのが一般の見方である。現実はどうであろう

か。図－1は昭和40年度における林業（伐出業）労働所

得と他産業のそれとの関係を示したものである。林業労

働は溌業を除く他の産業間で，まだかなり大きい賃金格

差のあることがわかる。また，農業よりは高賃金である
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は じめに

比較的近年にいたるまで，林業に企業性が基需肖される

ようなことは，ほとんどなかったようにおもわれる。そ

れは林業そのものが一般的に言って，国土保全的あるい

は，財産保持的色彩の強い，またそうした思想に支えら

れた林業として発達し，大した改変のないまま現代を迎

えるにいたったからではないだろうか。しかし，現代は

違ってきた。少なくとも林業の中で企業性を受けとめよ

うとする姿勢がみられるようになったという点において

である。筆者はその主なる原因を次のように見ている。

(1)まず第一は，戦後わが国の木材需要が急速に増大

し，さらにその需要織造まで大いに変わってきたという

点である。これは一方では木材価格の高騰をきたし，他

方では木材の積極的な育成と販売をうながすこととなっ

た。たとえば短伐期の採用，林地肥培などの問題も，こ

れらの一環としてとらえることができる。

(2)ついで他産業の急速な発達と，それにともなう企業

自体の近代化(合理化)が林業にもたらした影響である。

つまり，かれらによって成し遂げられてきた労働諸条

件，労働生産性の著しい向上(所得，利潤の増大に関連）

に対比して，林業労働だけが大きい格差のままに取り残

されることは許されなくなってきたということであり，

そこに生じた比較観の問題である。

いわばこうした事情を背景として，この絡差を縮めよ

うとする努力（自律作用）が林業内部に見られるように

なったと解することもできよう。その具体的な一例が，

林業労働における機械化であり，労働環境の整備という

形で現われることとなった。しかし，せっかくの自律作

用も，林業の枠の中で十分な企業意識と経営努力の結果

から生まれ，かつ育ったものでなかったし，また林業の

業
業
業
設
・
造
融
輸

農
林
鉱
建
製
金
運

図－1労働者1日当り賃金（昭和40年）

査料:E労働統計年報」腱村物価賃金統計」より

という事実も，林業における労働環境の悪さや重労働

性，雇用の不安定性などの諸条件を加味すると必ずしも

農業より上位を占めるとはいえない。林業に承られる格

差は賃金格差より以上に，それ以外の労働条件間絡差に

問題を残しており，今後の経営努力の重要な部分も，む

しろ後者に向けられる必要があるとさえ言える。なぜな

ら，林業労働者といえども同じ権利をもった労働者であ

り，経営者側には，その格差是正のため林業の枠の中で

なしうる最大の努力（合理化）が必要であり，またその

責任があると思われるからである。そして，その努力は

企業意識，目的意識のもとにおいてこそ，もっとも効果

的に報いられるにちがいない（もちろん，後者への努力

は賃金格差の是正につながる)。これらの格差に対する

最も基本的な対策はなにか？多言を要しないであろう

が，それは言うまでもなく林道の拡充である。
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道が完成をみれば’この林道を媒体として両ルー1,が結

合され，それぞれ独立であった二地域経済圏はより広域
の経済圏の中に統合されることとなり，売手市場から買

手市場に転ずる可能性が生まれ，地域林業の経済的基盤
も次第に強化されることになるだろうという点である。

昭和41年度に制定された雌越林道の榊想は二流域林道

と二市場を結ぶことであり，スーパー林道の椎想に基盤

をおいている。京大の森田氏はもう少しこの職想を拡大

し’「数個の流域林道とそれらの市場を結合できる妹沿

林道をつくり，広域市場を中心とした経済圏の中に地域
林業を統合すべきである」としている。だが現実には，
峰沿林道に関係なく流域林道の開設が先行してしまった

結果，これらを統合するという点で技術的にむずかしい

問題を含んでいると見なければなるまい。それは別とし

ても，筆者もまた，その構想には賛成である。

これまでの林道行政，林道政策の主流は，いろいろな

理由があったにせよ’上述の原型（姉沿林道）から出発

せず’むしろ末端的な出発点とも思われる一流域を拠り

所とし，それも少しづつ奥地へ継ぎたすことによってそ
の延長と発展の途をたどってきた。そして，それが結果

的に産業間絡差の原因としての重要な部分を占めること

になったのである。

われわれはこれにどう対処すべきであるか，ここに現

代におけるわれわれの課題があるともいえる。そのため

には，これまでの林道をもう少しいろいろな角度から分

折し’それを検討して象ることも必要であろう。
2・林道は質的に向上していない

戦後，トラックによる木材の搬出が遮材の方法として

次第に広汎に取入れられるようになり，その初期には，
せいぜい4tクラスの小型ガソリントラックが使用され

ていた。しかし’他産業の発達とそれにともなう荷動き
の増大，加えて自動車エ業の著しい発達により，トラッ

クの性能は急速に向上し，優秀な大型1．ラックがつぎつ
ぎと登場することとなった。こうしたトラック産業が木
材搬出ということをねらって林業の中にその市場を求め
てきたのも当然のことであったといえる。1，ラック運材

が他のどの運材手段よりもすぐれているということは，
ここに論じるまでもないが，運材の主流をなしてきた林

鉄運材の諸施設の老朽化という内部事惜の変化に，自動
車メーカーがうまく便乗できたことも，1，ラック進出の
大きなきっかけになったと言えないこともない。

現在’トラック運材に使われているものは6.5tクラ

スのディーゼルトラックが最も多いようであり，これら

は祇戦盤，登坂能力’行動半径においても，トラック連
材の初期のものに比べれば，すでに問題にならないほど

林業は一一般的にいって輸送路としての公共性の強い幹

線的林道と，林業を主目的とした経営林道に分けられる

（ここでは細かい分類は省略)。これらの林道造りにお

いて，われわれは何に成功し，何に失敗したのか，また

その原因は何であったかを明らかにすることも重要であ

ろう。それは現代の林道がかかえている問題を検討する

上で，またこれからの対策を考える上で，きわめて大切

であると思われるからである。

1．スーパー林道こそ林道発展の原型

林業の歴史は，一般にどの先進国をゑても，初めは採
取林業に始まり，次第に育成的林業への道をたどってき
たと言える。

木材の輸送体系もそうした環境の中で育ってきたこと

はいうまでもなく，流送においても，また陸送（林鉄，

林道など）においても，いずれも一河川の流域を単位と
して発達してきたものであった。一流域単位を発達のよ

りどころにしてきた林道は，その発達の過程においてつ

ぎつぎと流域を逆上ることになり，ついには先端が行詰
ってしまう，いわば行詰り林道の形成を見たのが今日見

られる林道の一般的発展の姿であるといえよう。さら

に，こうした流域林道Aと他のBとの間には相互に連絡
がなく，それぞれ独立しているのがこれまた一般的にみ

られる特徴である。林業が採取林業的方向をとっている

間は，このような輸送体系でもよかったのかもしれない

し，またそうした方向しかうまい方法がなかったのかも

しれない。しかし，現代の林業が直面している産業間格

差の是正，林業の企業的近代化などへの要請に対処する

ためには，流域林道を基にしたこれまでの輸送体系では

応じきれない限界があるようにおもわれる。

筆者は昭和40年秋，機会あって岩手県の奥岩手（門～
関）に予定されているスーパー林道の調査に加わること
ができ，スーパー林道の性絡と，現地における状況を知

りえた。このスーパー林道の椎想は，当地方の小川村，

安家村，山形村にまたがり，約13,000haの地域にある

森林資源開発のため尾根筋沿に一本の幹線林道（スーパ

ー林道と呼んでいる）を入れ，これに既設林道を何路線

か結びつけ地域経済圏を拡大しようというものである。

筆者はこの瀧想のスーパー林道開設こそ，林道発展のた
めの一原型であると思っている。なぜか，このスーパー

林道を例にもう少し述べて象よう。岩手の場合は上記地
域のせき嶺地帯に頂点をおき，関経由久慈市へのルート

と門経由浅内（または沼宮内）へのルートの二つが現在
それぞれ独立して存在しており，林産物の流通は一般に

それぞれ小地域経済圏の中で行なわれ，いわゆる独占経
済の成立を可能にしている。しかし，ここにスーパー林
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性能の向上を達成している。だが，ここに見られるよう

にトラック側における急速な変化に対して，これを受け

入れるべき林道の方は一体どう変わってきたであろう

か。筆者の知るところでは，後述のように部分的には改

善のあとが染られたとしても，いぜんとして林道は悪路

という代名詞をそのままに放置されていて，その策がな

されてきていないように思われる。

林道には周知のように，昭和30年4月林道規程という

ものが制定せられ，その中で林道の種類，管理，櫛造，

計画およびその設計等についての基準事項が決まった。

林道の利用区分，あるいは構造上から，一級林道，二級

林道などと呼ぶのも，たとえば林道の幅員の大きさに関

して定められた数量的区分によるものである。この林道

規程の内容は，先に触れたトラック側の条件の変化に対

して，今日なお改定をゑないままで放置されている。つ

ぎに部分的な改善の姿とは何か，その辺を少しのぞいて

象よう。

（1）まずその一つは橋梁において見られる。すなわち，

従来林道の中で橋梁として広く採用されてきた木橋は次

第に廃止され，今日では，ごく短スパンの橋梁において

も永久橋が使われるようになった。

(2)つぎに林道の幅員があげられる。自動車道に関し，

林道規程によれば，

一級林道では，4．0～4.6mの幅員

二級林道でば，3．0～3.6mの幅員

の範囲であることを椛造上それぞれ定めているが，近年

新設される林道の幅員は一，二級林道ともそれぞれ上限

である大きい値が採用される傾向にある。

これら(1)，（2)はともにトラックの大型化とそれに伴う

制限重量の増大への事情の変化に対処したものであるこ

とはまちがいない。しかし，これらによって林道そのも

のの質的な向上があったとは思えないのである。なぜな

らば，上のような部分的改善があったとしても，それが

林道の根本的な構造上の改善にまではつながらなかった

からである。林道規程は近年改定の機を見つめながら

も，なお昭和30年の内容のままで今日にいたっているの

である。換言すれば，林道路面およびその構造は質的に

ほとんどそのままに放置され，大型車両の重量物運搬に

対する策がなされないまままに今日にいたっているとい

ってもよい。したがって，積極的な路面構造の改善を取

り上げるか（規程の改正に関係)，さもなければ十分な

管理方法を確立するか，その方策が問われなければなら

ないであろう。

3．林道の舗装はぜい沢か

現在，われわれに見られる林道は，少なくとも舗装を

前提としたものでないことは確かであり，林道規程でも

それらに関する項目はまったく見当たらない。

それでば林道に舗装はまったく不要だということであ

ろうか。あるいはまったくぜいたくだというべきもので

あろうか。この点を考えて象る必要があろう。なぜなら

ば，（1）まず林道上を走行するトラックは近年急速に大

型化し，性能を向上している。しかし，これを受入れる

側の林道は先に見てきたようにほとんど質的な向上をや

っていない。林道の維持，管理が十分に行なわれるかど

うかは別として，林道が荒される条件は増大している。

（2）つぎにトラックの性能の向上である。たとえば，ト

ラックの登坂能力は非常に大きくなってきており，この

点では，これまでの制限最急勾配の10%(特別の場合12

影まで認められている）はすでに車の性能から承て小さ

すぎる。もちろん路面を舗装しない場合，運転上の点か

ら制限も入ってこよう。だが，この性能の向上した分を

路線において活かす方法は考えられないだろうか。た

とえば，急勾配となる区間を舗装することによって制限

勾配の幅を拡大(10%から20%に引上げる場合）できる

ものとすれば，この方法によって林道建設の延長を何％

か短縮し，かつその目的を達することができるといった

場面は，林道工事に関していくらでも存在するはずであ

る。舗装による建設費の増大は，総延長の短縮によって

一般的には相殺される性質のものである。

急勾配区間や急カーブ区間の舗装によって，林道にお

けるトラック運材はどれほど運搬交通の安全性を高め，

またトラックのスピード性能を活かすことができるであ

ろうか，これらを考えて象る必要があるのではないか。

こうした観点から，筆者はさきに林道における部分的な

舗装の問題を取り上げてきた。

林道がこれまで舗装されないま童に放置されている理

由は，（1）おそらく林道は利用度が小さい，（2）だから

採算上の点でとても駄目だ，ということにあるように思

われる。だが，一般に考えられているように舗装は採算

的に合わないのか，換言すれば，林業にはまったくぜい

たくなものということになるのであろうか。筆者は上に

述べたいくつかの理由を含めて，これに疑問をもってい

る。もちろん新設される林道路線の全長をすべて舗装し

ようと言うのではない。舗装にもなんらかのやり方があ

るのではないか，ということである。これについてもう

少し詳しく述べて詮よう。筆者は大阪営林局管内にある

23の既設林道を対象に，それぞれの林道における要舗装

区間（以下，舗装を必要とする部分をこう呼ぶ）が全延

長に対してどんな割合で存在するかを調査したことがあ

る。要舗装区間としての主なる条件は,(1)R<20の力

－10－
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トラックにつき，車両としての損耗度の相運を筆者の調

査結果から述べて承よう。ここで便宜上，林道をその路

面の質の良否を基準にして（各林道は省略）それぞれ(A)

上級林道,(B)中級林道,(c)下級林道に分けることにし，

また舗装道路にはアスファルト舗装の道路伽に登場して

もらおう。図－2は車両の走行条件をほぼ一定としたと

き，車両の荷台中央部で現われた上下方向の振動加速度

の大きさを示したものである。車両が路面上をあるスピ

ードで走行するとき，必ず上下振動が車両に生じる。こ

の振動に基づく振動加速度は，そのとき路面が車両に与

える外力の大きさを表わすものであると考えることがで

きるから，走行条件が一定である場合，車両に対し，よ

り大きな外力を与えるような路面ほど質的に悪路である

という筆者の考え方（換言すれば，より大きな振動を生

ぜしめるような路面ほど路面の質が悪いと､､う判定：京

大農学紀要No89,1966参照）にしたがえば，舗装道路

!D)はもっともgの値が小さくて，路面は良好であり，図

－2の値から,IAI,(BI,IC)の順で悪いということがいえ

る。このようなIAI,IB),(C),口の路線で実際にトラック

輸送が行なわれる場合に，トラックの損耗現象はどうい

う結果で現われてくるであろうか。図－3を見ていただ

くことにしよう。図－3は(Aj,IB},(CI,IDIのそれぞれの

路線において，実際に稼働しているl､ラックの維持補修

費用を，トラックの運搬仕事量kg－m(走行料×運搬蟹

……木材の場合nl3をkgに換算）の関数として示したも

のである。同じ補修饗をかけてどれくらいの仕事ができ

るであろうか。このグラフから，路面の異なることによ

り仕事量に大きな格差が承られる。すなわち，アスファ

ルト舗装では中級林道のそれと同じ補修費（たとえば10

万円の補修費）で約4.5倍の仕事量をこなしている。つ

まり，同じ仕事量に対して，質の悪い林道で稼働してい

る車両ほど，その車両としての損耗が激しいことが理解

できよう。

このことは林道において路面の管理がいかに大切であ

るかということと，また一方では，必要最｣､限のところ

からでも舗装問題が林道に取り入れられるべきであるこ

とを理由づけうるであろう。

筆者の林道舗装に対する結論は，林道はすべて舗装に

切替えるべきだということではない。林道なるがゆえ

に，(1)急カーブとなる個所(2)急勾配となる個所（制限勾

配の緩和）(3)とくに土質的にいた象やすい個脈などの

個所個所に部分的舗装を導入していこうという点にあ

る。しかも，それはこれからの林道に決してぜいたくな

ものではない。むしろ現代こそが，これに積極的に取り

組んでもよい時期に到達しているのだと筆箸は染ている

0．40．8（，宮）1A2上rド方向振動加速度
■

継
瀧
繩

級
級
級

上
中
下

〕
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．
ｊ

Ａ
Ｂ
Ｃ

く
く
く

ノ

道(D）舗装刺

図－2道路の種類と振動加速度
’

－プ区間（この数値の根拠は日林誌45(4)1963参照)，（2）

つぎに主として土質を対象にしたもので，路線中に含ま

れる土質的に悪い，いた染やすい部分の延長であった

が，その結果，この基準による要舗装区間は全延長との

比率で平均してその10％以内という値をえた。（日林講

77回1965）この数量で林道全体を律することはできない

かもしれないが（たとえば火山灰土を主とする林道で

は，もっともっと多くを必要とするかもしれない，しか

し全国的には，そうした林道ばかりがあるのではない)，

この調査に関するかぎり，林道における要舗装区間は意

外に少ないという結果をえている。換言すれば，林道に

は排水やしっかりした路面の管理によって，必ずしも舗

装までやらなくてもよい路線部分が相当多いということ

になるのであろう。こうした結果は，林道への舗装が採

算的に可能性がないとする考え方に対して，かなりの修

正を促がしうるものであると考えている。

つぎに，舗装によって路面がよくなった場合，それが

走行するトラックにどのような影響を与えるのであろう

か，この点を考えて象たい。そこで林道（もちろん未舗

装)，および舗装道路で物資輸送に使われている運送用

皇
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図－3走行道諮が異なる鵯合のトラックの
仕寧愛と補修費用の関係
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第1表植物社会の生産力
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7．植物社会の生産力

植物はご承釦のように葉の葉緑素エ場で太陽エネルギ

ーを使って炭酸ガスと水で炭水化物を合成します。これ

を光合成といいますが植物社会が1年間,1ha当たり光

合成した量を総生産量といいます。これから植物体の呼

吸量を差し引いたもの,これを純生産量と申します｡この

失われる呼吸量は日本のようなところでは大体総生産量

の発位であります｡気温が高いとこの割合は上がります。

たとえば熱帯降雨林では80％も失われます。すなわち熱

帯は植物の生育期間が長いので総生産量も大きいが，

また失われる呼吸量もまた大きく差し引きの純生産量は

一般に考えられるほど大きくはないようでありまず。

しからぱ一体，植物社会は太陽エネルギーを使ってど

れ位の有機物量を生産するのだろうか，いろいろの人が

調べたものを集めたのが第1表であります。

第1グループは水界。第2グループは草原。第3グル

ープは作物。第4グループは森林特に熱帯降雨林の数字

を入れてゑました。

これらの数字をゑて，統一的な結論を引き出すことは

困難ですが，私の気のついた2，3の点について申し上

げます。

大体太陽エネルギーの利用効率ほ’～2％･農作物で

は目的とした殻物だけですと実に’％以下のかなり低い

数字であります。人間の食糧生産の困難さを改めて認識

します｡それにしてもクロレラの効率です。この9.7影と

いうのは自然状態でなく炭酸ガスを吹き込んだ装置でや

られたもので農作物に比べて大変な差です。クロレラは

普通の植物と違って葉緑素を支える茎，枝を持っており

ません。したがって光合成した物を非同化器官の茎，枝

等の支持機関にまわす必要はありません。生産された物

）

>)120t/ha/y

20～40〃

30t/ha/y

16.5〃

5.8〃

は全部葉緑素を持った個体として増加していきます。最

も能率的で，しかもその成分は蛋白質，脂肪を持った食

幟として良質のものです。しかしその皮膜が固く食糊と

して難点がありますが，いずれ近い将来このことは解決

されると思い室す。いずれにしても今後の人類の食緬問

題解決の有力なきめ手の一つと思います。次は草原の生

産力は森林の生産力にそれほど劣らないことがわかりま

す。また森林では広葉樹と針葉樹とでは大きな開きがあ

ります。すなわち針葉樹の方が良いのであります。葉の

単位面稜当たりの光合成能力は針葉樹は広葉樹の半分で

すが針葉樹の葉の堂が多いものですから，たとえば一年

間につくられる葉の壁は針広葉樹共に生産麓で6～7t

です。ところが針葉樹ではアカマツ2年分，スギ5～6

年分と葉がついて葉の総重量はそれぞれ2倍ないし5～

6倍となります。したがって溌後の光合成量は多くなる

のであり富す。特に日本のスギは絡段に良い数字であり

造林樹種として優れていることがよくわかります。これ

は世界一と思います。次に熱柵多雨林の数字は前述のよ

うに総生産鑓も桁違いに大きいが，また呼吸量も大ぎ

~
』
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面を整理している動物社会があります。たとえば落葉を

大きなミミズが食べます。その糞を中型のミミズが食

べ，さらに小さなミミズが食べて土壌の団粒構造という

ものをつくります。このミミズのほかにアブ，ハイ'コ

ガネムシなどの幼虫，アリ，クモ，トビムシ，線虫など

と富ことに複雑な動物社会をつくっております。その個

体数は森林で実に50～100万というおびただしいもので

あり室す。この動物の種類数と個体数は高緯度になるに

従ってまた高さを増すに従って滅少し蓑す。このように

して土の中の動物社会は土の中の菌類，バクテリアー

この三つをまとめて環元者といいます一などと共同で

植物社会からの落葉，落枝時には動物の死体などを分解

して腐植質をつくり植物社会が生立しうる土壌を形成し

ます。最後にはこの腐植質は分解して無磯養分となって

植物体に吸収された植物社会に戻るという循環をくり返

します。この循環の期間は南方は早く熱帯降雨林ではわ

ずかに4カ月位，気温が低くなるに従って長くなり，ま

た植物の種類にあっても違います。たとえば大台が原の

‘トウヒ林では23年という調査があります。また極端なと

ころすなわち寒帯とか湿地などでは分解しきれずに累積

していって泥炭一別名ツンドラを形成します。

いずれにしてもこの腐植質は土地の地力一肥沃度を左

右します。そして肥沃なところほど土壌動物の種類およ

び個体数は多くなります。

9．植物社会と地球畷境

植物が地球上に出現して以来20億年以上を経過してき

たといわれています。爾来菌藻植物，羊歯類，苔類，裸

子植物，被子植物と進化してきました。この間この植物

社会によって地球環境はどう変えられたか。大きなもの

として私は次の3つをあげます。まず第1に土壌の生成

であります。もちろん土壊は岩石の風化によるものが母

材でありますが，植物を除いて考えられません。土壌が

生成されたからこそ草原，森林といった植物社会が出現

し得ました。また人類生存の基礎である農林畜産が成り

立ち得ており寮す。第2は空気中の炭酸ガスの減少であ

ります。第3は同じく空気中の遊離酸素の集積でありま

す。この第2と第3は裏表の関係であります。現在地球

上にほ空気中に酸素が約20％あるのに炭酸ガスはわずか

に0‘03％にすぎません。元来地球の始めには酸素はなく

炭酸ガスはもっと多かったのであります。それが葉緑素

によって炭酸ガスが分解されて炭素と水で有機物をつく

り植物体を形成し，酸素は開放されて空気中に戻りま

す。この場合形成される有機物が炭水化物であればその

光合成比Co2/02比は1であります。また現在の地球上

の空気中の炭酸ガスと酸素の堂は増減なしというところ

く，差引きの卿姓産量はそれほど大きくなく意外な感じ

がいたします。これをゑますと北海道などの寒地の造林

が不利だとは一般に結論づけられなという感がいたしま

す。

8．植物社会と動物

人類を含めた動物が直接植物を食わないとしても最終

的には緑色植物に依存することはいうまでもありませ

ん。しからぱこの植物社会と動物社会との関係はどうな

っておりましょうか。

植物を直接食う植食動物，それを食う第一次，第二次

の肉食動物とつながっております。このつながりの網の

目は五つ以上はまれだといわれており，この網の目ごと

に原形質が再生産され室す。このようなことを自然界の

、食物連鎖、といっております。

しからぱこれらの食物連鎖を通じたエネルギーの流れ

はどうなっているか。開放された陸上環境ではこのよう

な食物連鎖のエネルギーの流れをとらえることは非常に

むずかしいが，湖水のような閉鎖された環坑で測られた

例があります，第2表がそれです。

第2表食物連鎖とエネルギー効率（生物と蝋境より）

‐ー

一■一一一一

Lindemann

：:::競孟ke}の例 cal/cm2/y

CedarBog Mendota

生産力効率％生産力効率％

太陽エネルギー118,872118,872

緑色植物111．30．14800．40

植食樋吻14．813．341．68．7

第一次肉食動物(小型）3．122．32．35．5

第二次〃（大型）－－0．313．0

大体において植物社会から植食動物社会へのエネルギ

ーの歩止りは10影位と考えられます○商次の肉食動物に

なるほどエネルギーの歩止りはよくなります。そして高

次になるほど動物個体の重量は大きくなりますが個体の

数は少なくなります。

以上は正常な連鎖ですが，もう一つ別な食物連鎖があ

ります。それは宿主と寄生動物との関係です。これを寄

生連鎮とよんでいます。この場合は連錬が進むに従って

逆に個体の重量は小さくなり，個体数は高くなります。

例をあげると，

烏→ノミ→原生動物→バクテリア→バクテリアファー

ジ

以上はわれわれの目につきやすい関係ですが，われわ

れの気のつかない土の中でしかも地表から10～15cm位

の間で非常に複雑な食物連鎖が行なわれ，かつ地球の表

暑
《
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でありますので現在の空気中酸素の20％に当たる炭酸ガ

スはもともと空気中にあったはずであります。したがっ

て，この20影に相当する炭酸ガスの固定されたものは地

球上の生命のある全動植物およびそれに由来する有機物

のすべて，さらには地上の腐植物,泥炭,地中の石炭類，

石油，天然ガスということになります。ルンデゴールド

によりますと古生代石炭紀における空気中の炭酸ガスは

少なくとも現在の5倍はあったと推定しております。ま

た植物は炭酸ガスの量を増加しますと現在の10倍近くま

では直線的に光合成量が増加いたします。すなわち石炭

紀当時の植物体の呼吸量は現在と変わりないと思います

から総生産量から呼吸量を差引いた純生産壁は炭酸ガス

量の5倍どころでなくもっと大きかったと思います。し

たがってその時の植物社会の繁茂の状態，植物生育の早

さはまったくすさまじいものであったと思います。石炭

紀という名に値したと思います。

10．植物社会と人類

最近世界の人口は爆発的な増加をしております。この

人口増加に対してはたして地球はこれを謎いうるかとい

うまことに深刻な問題が反省されてきたのであります。

それは世界の現在人口は33侭といわれておりますが，現

在のような割合で人口が増えると今世紀の終りには60～

66億になると推定されています。現在ですら33億の人の

3分の2は腹をへらし，ところによってはインドのよう

に飢餓状態のところもあります。はたして地球はこれを

養いうるだろうかという問題であります。なるほどマル

クシズム経済学によると，あの有名なマルサスがいった

一一食糧は算術級数的に増えるが，人口は幾何級数的に

増えて食綴は不足するというのであります一－ようなこ

とは起こらない。生産力と社会制度があい関連する相対

的な問題であって社会制度をぬきにした絶対的な問題で

はない。要はそのときの社会制度さえ良ければ食繊不足

は起こらないというのであります。な為ほどそのような

ことも当然考えられます。しかしはたしてこのように簡

単に割り切ってしまって良いものであろうか。ことに現

代のように高度産業社会，となっているいる時にカロリ

ーのほかに蛋白質，ミネラル，ビタミン類と食物の質の

面も考えなければならない時代になってきたのにマルク

シズムのように割切って良いものかどうかはなはだ疑問

であります。ことに低開発国の人口と食樋問題は深刻な

問題かと思います。－だから社会制度の問題がさきだ

ということにもなりますかな。それはさておき，このよ

うな疑問に対する解明の基礎データを集めるという全地

球的で壮大な国際的協力事業が現に行なわれていること

を申しあげてこの小稿のしめくくりといたします。

それはイギリスの主唱で始められたもので，その名は

『国際生物学事業計画血ternationalBiologicalProgram

略称をIBP－その副題は人類の福祉と生産力の生物

的基礎一一というものであり室す。国際学術連合会議

IntemationalCouncilofScientiacUnionICSUとい

う国際機関の主宰でありましてその国際的執行機関はI

BP特別委員会SpecialCommitteefortheIBP略称

SCIBPであります。中央事務局はロンドン，参加国

は共産圏を加えて36カ国，現在の参加希望国を加えると

59カ国の多数に及びます。もちろん日本は当初から参加

しておりましてこの執行機関の4人の副会長のうち1人

一日本IBP特別委員会の田宮委員長一を出してい

る有力メンバー国であります。この計画は1959年以来構

想がねられ，6年間の準備期間を経て1965年から1972年

までの8カ年間の計画であります。前期3カ年は第1期

で研究方法の検討，世界各地で研究調査されたデータが

お互いに比較検討しうるようにするための実験，測定方

法の国際的標準化の確立等であります。第Ⅱ期は本調査

で5カ年，今年の7月からこれに入っております。

その目的とするところは地球上の森林，草原，湖水，

"II,海岸，内湾などの植物社会による有機物の生産，

これを一次生産と呼びますが，この生産を光合成，窒素

固定などの面から研究します。また動物社会がこの一次

生産物を消饗してつくる生物生産，これを二次生産と呼

びます。この生産力の解明，あるいは微生物による有機

物の分解を研究して生物圏と生物圏をめぐる環境との間

の物質循環やエネルギーの流れを明らかにします。要す

るに生物圏に関する動態法則の解明であります。さらに
人類のいろいろな環境に対する適応能力の解明，自然保

謹および生物資源の管理に必要な生物学的料資を集め

る。以上のことを全地球的に調査，研究，データの収集

をやることを目的としています。

この目的遂行のために次の7つの分科会ができていま

す。このことは日本の国内体制もこれに対応して同様に

7つの分科会となっています。その分科会は次のようで

あります。

1）陸上群集の生物生産力，略称PT

この分科会は世界各地の森林，草原などの光合成によ

る物質生産，この一次生産を使っての動物社会の成長量

と繁殖量一二次生産力一一土壌生物による有稜物の分

解，生物圏と環境との間の養分とエネルギーの流れなど

がその研究項目です。

日本側の幹事は大阪市立大吉良教授です。

2）生物生産の諸過程，略称PP

この分科会は空気中の遊離窒素固定の問題で萱科植

一日

一

匡司
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らまことにささやかなものです。なるほどこの種の生物

に関する研究は企業などに直接利益をうけ出す見通しは

物理，化学などの基礎研究よりずっと少ないでしょう、

いやないといって良いでしょう。したがって会社等から

研究費が出ることもありません。しかしこの研究は人類

の生存と繁栄につながる基礎データの収集であります。

これによって農林水産，医学には測り知れない影郷を与

えましょう。現在ICSUがやっている南極国際共同研

究に匹適する一大研究事業であります。せめてこの間お

祭りさわぎをやったユニバシアード東京大会の運動会

一あえて運動会といいます，これに使った予算は9臆

8,000万円であります。この事業とこの運動会が人類社

会に及ぼす影響の深さを比較してゑたさい，月とすっぼ

ん位の差はありましょう。どこかまちがっているのでは

ないかと思う位です。ともあれ，これに近い金が出て､

ちっともおかしくはないと思います。

それは兎に角として，このIBPによって地球生物圏

の動態法則が明らかにされ，また自然の調和ある利用の

ための科学的データが集められて，生物学が飛躍的に進

歩いたしましょう。それとともにこの事業の最終目標で

ある人類の福祉と繁栄に貢献することを祈りながらこの

小稿を終ります。

物らん藻，惹科植物以外のハンノキなどの窒素固定と

窒素の循環の問題と植物社会による光合成壁と環境条

件，あるいは太陽エネルギーの利用効率の問題を研究す

る部門です。

日本側の幹事は東京大学門司教授です。

3）陸上群集の自然保護，略称CT

最近自然の破壊が急激に進んでおります。このまま放

っておいては生物学の豊重な研究対象がなくなるの承で

なく，自然の保護，管理，利用に関する法則も得られな

くなるおそれがありますので，その保護についての生物

学的資料の収集を目的としております。

日本側の幹事は千葉大沼田教授です。

4）陸水群集の生産力，略称PF

世界各地の代表的な河11,湖沼にセンターを設けて一

次，二次生産，魚の生産，人類による捕獲量の調査，こ

の陸水内の物質の循環等の研究，調査を行ないます。

日本側の幹事は京都大学森教授です。

5）海洋群集の生産力，略称PM

これば広大な海洋の一次生産力の問題でありまして植

物プランクトンの生産力の研究に問題をしぼっておりま

す。世界の大陸棚，沿岸，河口，内湾の植物プランクト

ン生産力の測定とこれをコントロールしている機構の解

明に重点がおかれています。

日本側の幹事は東京都立大宝月教授です。

6）ヒトの適応能，略称HA

世界の広範な地域，気候，社会集団に現われている人

類の適応能,栄養,人口動態についての研究であります。

日本側の幹事は京都府立医大吉村教授です。

7）生物資源の利用と管理，略称UM

植物生殖質保存，蛋白質などの生物資源の開発，天敵

利用の生物防除，殻物生産力等の研究項目ですが，日本

では生殖保存と生物防除の2項目にしぼっています。

日本側の幹事は東京大学松尾教授です。

以上7つの分科会でありますが，日本側の国内体制は

日本学術会議の中に国際生物学事業計画特別委員会，あ

るいは略称IBP特別委員会一一委員長徳川生物研究所

長田宮博士一が持たれています。

もちろんこのIBPの活動は国際連合の農業食糧機織

FAO,世界保健機織WHOと密接な連絡提携の下に進

められております。この活動による調査研究のデータは

この両機構の調査活動，政策立案の基礎資料となるもの

であることはいうまでもありません。

この活動のための予算は文部省の特定研究『生物圏の

動態』で41年度4,100万円，42年度は同じく7,000万

円，ほかに学術会議の会議費が250万円位といいますか

P
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－一

～

つか・生産力の発展という方向をめく・りどういう動きを

承せているかということを問題にする研究分野がその延

長線上にある。それらの総体が林業経営問題と解せられ

る。半田氏の報告は前者であり，大金氏のそれはむしろ

後者の分野に属すると考えられる。黒田氏は一般的に問

題解明の困難さを指摘したものと思われる。

さて，まず黒田迪夫氏報告「林業経営の研究方法につ

いて」であるが，氏はすでに「林業生産力論」などの著

書や論文を通じ林業経営問題に発言をされてきた。それ

は，林業経営が林業生産の担い手であるから，そして生

産力の発展が経営を通じて打ち出される機構になってい

る以上，その運動をとらえ分析する必要があると考え，

生産力の発展を基軸にした林業経営学を構成したいと考

えたからだと言われる。そしてそれは，一般経営龍農

業経営学の手法によれば可能だと考えた，と言う。しか

し，鈴木尚夫氏が，森林経営は規模の大小に関係なくす

べて地代取得的経営であるのが本質であるという説を出

された。それによると，経営の上昇，下降の運動は生産

力の視点からは起こり得ないわけであり，生産力の望ま

しい担い手を指定することは不可能であるbつまり，こ

の面から森林経営をとりあげていく意義は失われてしま

う。そこでそれを乗り起える理論を打ち出すか，これま

で考えていたような経営のとりあげ方を変えるかの二者

択一を迫られ，結局後者を選ばざるを得なくなり，経営

学というものの認識を変え，実用学としての構成を示さ

れるのである。．

この報告に対し，鈴木説がどうして黒田氏のいわれる

意味をもうちるのか，経営研究を経営規模論に嬢小化し

ているのでばないか，などの質問が出された。この報告

は，理論の機械的適用の戒めととれるのである。

次に，大金永治氏の「林業における生産力問題と経営

論」は，林業経営学の中心課題は経営組織の問題であ

り，経営組織の性格と構造を主として国有林経営の展開

過程を通じて明らかにしようというもので，生産力と生

産関係の対応のあり方を中心視点に据えた方法によって

いるとされる。黒田氏が放棄したとする方向を指示する

わけである。

まず経営組織は経営技術の体系でより，経営方式，生

産期間，伐採列区，収穫規整法より様成される。これら

の要因はたとえば収穫規整法は経営方式に則して採用さ

るべき位置をもつというように，相対応している。ま

た，経営方式とは生産技術の体系であり，樹種の選定，

採取方法，保育方法，保護方法により構成され，伐採と

更新の技術の合理的な統一により地力維持，保育，保護

の役割を果たす，と経営組織の構成を体系づけ，それは

L

＝

福 島康記

〔東京大学，農学部〕

一

ｉ
Ｊ

林業経済研究会春季大会は，本年はシンポジウムと個

別研究報告会をもった。上記論題によるシンポジウムは

4月8日，東大農学部教官会議室で開催され，百数十人

の会員が参加した。ここでは当日の報告と討論を簡単に

紹介したい。

林業経済研究会は昨秋，林業試験場野村男氏らの「賓

本主義的林業経営の成立過程」というテーマによる報告

を中心とし，吉野での大面積林業経営は賓本主義的経営

と象なしうるか，という内容の研究集会をもった。その

報告。討論を通じさまざまに問題が提起される結果であ

ったので，今度はより広汎な形で林業経営を対象とした

研究集会が企画されたのだが，結果として黒田迪夫（九

大)，大金永治（北大)，半田良一（京大）の三人の報告

者に，現時点で林業経営研究に対しもっておられる手

法，研究成果をそれぞれに提示していただくということ

になった。したがって論点が集約されず，討論も報告ご

とに行なわれることになったのであるが，三報告は，林

業生産力の展開と経営の問題という大筋の視点において

統一され，この方向の研究の問題点がさきざまの視角か

ら照射され浮かび上がり，一段を画した観があるのは興

味が深い。

、経済の動きの基軸に生産力というものがあり，その発

展をめぐりそれを担うものとして歴史的に農民的経営と

か資本家的経営とかが形成されるという理論的認識があ

り，現実の経営体がそのような経営としての資格要件を

もっているか，もちうるかという問題意識が今回の報告

の基底にあるわけである。またそれに加えて，私経営以

外に公有林経営とか国有林経営というように在来から生

産を行なう組織，実体があり，それがどういう意義をも

-
J
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生産力と生産関係の対応のおり方により変化してきてい

るとして，わが国の国有林では経営技術的華礎を無視し

た経営組織の機成や編成替えのため，生産力拡大を指向

するよりむしろこれを破壊した経過が承られる，とされ

るのである。経営方式の基礎である更新と伐採の技術

は，天然林が人工林化しても，「樹下植栽」「択伐」とい

う性格には変化はないと言われるのである。このような

技術に対する認識と資本主義的生産の進展につれて更新

と伐採が分離するという事業認識が所論の主題をなすも

のの如くである。そして，「林業の持続的な生産力の発

展を期待するためには更新と伐採の技術の統一が必要

であり，またこれを体系化した組織を確立する必要があ

る」と結論的にいわれるのである。

この報告は，森林経理学畑の研究者の発言として一般

的な林業の展開についての認識に多くの示唆を与えるも

のと評価されると思うが，経営学が個別資本（企業）の

運動を明らかにするものとしながら国有林を対象として

経営論を立てることに疑問が出されたことは記しておい

てよいだろう。国有林を扱うばあい，単なる個別資本と

いう認識ではなくて，それに特殊な条件が付されるのじ

やないか，というわけである。このような手法が，国営

とか国有林というものに対する認識を不明確にする結果

にもなると思われる。

最後の半田良一氏「林業経営と林業構造」では，まず

分析装置として，生産技術の発展段階（自然力依存，技

能労働依存，労働手段依存の3階梯）と市場の位置づけ

(流通部門優越，生産流通拮抗，生産部門優越の3段階）

に関する2つのシェーマが示され，それによりわが国林

業構造の多様な展開の中から，①地主林業型発展櫛造と
●●●●

②農民林業型発展櫛造の2つの典型的な発展路線を設定

される。両者を分かつ契機はまず市場条件，直接には流

通商人の支配の有無である。旧い林業地は①に属し，原

生林を伐採する資本は特定市場の流通を支配する商人的

性格をもっていた。育成段階に進むにつれ，それが林地

所有＝育林へ進出し地主化の道をとるコース（商人型地

主）と，林業地帯の範囲を越え奥山の原生林へ進出し，

大規模伐出生産を指向するコースが考えられるが，前者

がむしろ一般的である。それは新しい林業地の勃興によ

る競争の激化には，銘柄材の特産地としての自己形成，

集約な育林施業技術の開発(育林への集中)などで対応し

ていくが，それはむしろ地主の生産過程からの後退化現

象として捉えられるぱあいが多い。この構造の下では，

伐出過程からの後退により市場拡大という目標を失い，

林地を安価に取得できぬという市場・経営基盤の両面か

ら拡大発展の可能性は制約される。一方，未開発地帯に

進出した人女はがいして商人的性格を払拭し，生産基盤

の開発,近代的な生産管理･労務管理の実施,一爵生産

経営を特徴とし，生産性向上を追究，その経営としての

展開は高く評価される（資本家的ユニカー)。このユニ

カー型は柵造的には，艇民的林業経営と並んで股民的林

業型職造の一職成要因となるものである。

賎民林業型構造は，地方市場に対し周辺の股山村から

農民が分散的に薪炭，木製品を売りこむという局地的林

業圏を原型とし，育林への急激な転換は近年であるが，

その性格として産出高の増大をねらい，特定材種の生産

を目的としない，市場からの規制を受けることの少ない

構造の地域で，その中での農民的育林業は人的経営の色

彩の強いｲ鰯I経営で，技能労働依存段階にある育林生産

の担い手として将来に向かって豊かな展望をもつ。この

ようにいわれるのである。

ところで，このような類型化はあくまでまず地域瀧造

についてであることに注意しなくてはならない。個狩の

経営はまだ地域櫛造の中に埋没しているという認識がこ

こにはある。報告を締めくくって，現状では育成的林業

経営の大部分は，生産力の向上を指向して自律的に展開

することを期待できるだけの内実を具えてはいない。地

主林業型機造の地域では流通市場中心に構造が組歎立て

られており，その生産への規制が強く，一方の農民林業

型構造の地域では，市場の側からの規制こそ弱いが，育

林担当者はがいして股民で，兼業という形が多く，林業

生産力の担い手としての高度の資質と旺盛な意欲をもつ

までに成熟しきれない状態にある。だからこそ，現段階

の林業経営研究は，経営自体を問題にするより経営をと

りまく林業機造がいかなるものであり，重たその内部へ

経営がいかに位置づけられるかの検討こそが，重要であ

ると報告の意義を言われるのである。私には，この報告

全体が今後の研究を進めるための「分析装霞」のように

思われ，半田氏の属する研究グループに対する作用と反

作用の今後の成果が注目されるのである。

紙数の関係で駈け足の，また部分的な紹介に終わらざ

るを得なかったが，理解に不十分の点があればお詫びし

たい。報告および討論は，このほかに特に経営学に及ぶ

部分が多かった。その方法と意義についてさ室ざまの立

場からさきざきの提言が象られた。それに限らず興味の

ある方は，林業経済6月号に報告と討論の全貌が掲戦さ

れているから参照されたい。

なお,座長は筒井迪夫氏（東大）であった。
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海岸防災林
心
包

樫山徳治

〔林業試験場・防災部〕

海岸にある森林のうちで，防風林・飛砂防備林・防潮

林・防霧林は，暴風・飛砂・塩風・津波・高潮・濃霧な

どを防いで，沿岸地域の災害を防止し，平常の時も生活

環境の改善に大きな働きをしているので，近年はこれら

を総称して，海岸防災林と呼ぶようになっている。

海岸防災林の効用の及ぶ範囲には限度があり，効果そ

のものも，林の存在に慣れてしまえば具体的には意識さ

れなくなるため，一般的には，防災林の存在価値に対す

る認識はうすくなる一方である。そのため，近年の新産

業都市・観光保健開発などの諸計画では，防災林を除去

して新しい土地利用にまわそうとする考えが強いようで

ある。これは，将来の国土の姿に重大な影響を及ぼす問

題であるので，この際，海岸防災林のあり方とその効用

について，認識を新たにしたいと思う。

1．海岸防災林のあり方

海岸防災林はきびしい立地条件のもとにあるため，最

前線の50～60m幅の林分は，強風地帯では正常の生育を

しめさないのが普通である。しかし，この部分の林木の

犠牲と保障のもとに,､内陸側につづく林分が成立してゆ

くのである。内陸側の林分も，林木の大集団であって，

初めて正常の成長を保ち，防災機能を発揮することにな

る。林木が老齢になって更新が必要の場合でも，忘れた

ころに来る災害にも備える林帯である以上，防災機能を

あまり低下させない方法一一かなりの幅の成林帯がつね

に保残され:ている形一をとらなければならない。

主林木は，北海道と九州・四国では広葉樹も考えられ

るが，一般的にいって，ほとんどマツに限定されるの

で，林分の構成が単純であるだけに，樹種の組象合わせ

によって幅の狭い林帯に十分な機能をもたせることも困

難である。

これらの点から，海岸防災林の幅は必然的に狭くはで

きないことになる。しかも，防災機能から承ると，防潮

林は幅が広ければ広いほどよく，その他の林種では，最

大の効果が現われる幅一一最適度の幅－－があって，そ

の値はかなり大きいようである。一方,海岸の土地を林

地よりも高度の利用に供しようとするのは，これまた当

然の社会的要請であるから，いくら防災林でも，あまり

広大な面積を占有するわけにはいかない。

そこで，海岸防災林に期待される機能は，ほとんどが

風に関係しており，調査研究も防風林関係がもっとも進

んでいることから，防風林を韮本と考え，しかも，海岸

防風林としての必要限度程度の林帯を，海岸防災林のあ

り方の標準とするのが，まず妥当な線と考えられる。

海岸防風林の必要限度の幅がどの程度かは，まだ研究

段階の問題であるが，風速の減少・塩風の防止などの作

用からゑて，現在のところ，80～100m程度と推定され

ている。林帯をこの姿で維持更新してゆくためには，幅

150m程度の料地が必要となろう。

以上の考えからすれば，海岸防災林の配渥の一般的な

基準は次のようになる。立地条件のきびしい裏日本側の

海岸では150～200m幅の，比較的温和な表日本側の海岸

では100～150mi幅の林帯を，それぞれ基本型とする。た

だし，局地的な立地条件や予想される災害の種類。程度

に応じて，この幅を増加するのはもちろんである。

林帯が道路や河'|などと交差して，切れ目ができると

ころでは，風や津波の速度が増加したり，霧がそこを突

破口として広がったりして，内陸側にかえって悪影響を

与えることがある。したがって，林帯に切れ目をつくる

のは極力さけ，やむをえない時は，切れ目をsまたはく

の字型に曲げるとか，内卿IIの方へ縦Wを付け加えると

かしなければならない。また，枝下が透いてくると，飛

砂や高潮の防止機能が低下するので，下木や激木の導入

がとくに必要となってくる。

2．海岸防災林の機能

適度の識成をもった海岸防災林の機能も，設けられた

場所によって，また，同じ場所でも災害を発生する要因

の強さによって違ってくる。ここでは，平均的な働きを

主体にして，その姿を紹介することにしよう。

林帯が強風を和らげるのは，風にたいする障害物とし

て作用するからである。風が林に近づくと，一部は林内

に吹きこ象，残りは林の上を越えてゆく。林内にはい.っ

た風は，林木との摩擦と衝突のため風速を弱められて，

一
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1のように大きな値を示している。

海上の白波や海岸にうちよせる波から生まれる海水の

しぶきは，直径数10解程度以下の小さな水滴の状態で

風に乗り，次第に塩分の結晶の形となって内陸へ運ばれ

る。このため，海風の中には常に塩分が含まれていて，

内陸数kmまで及んでいる。風の中の臘分は，場所や時

期による変動が大きく，海浜での実測値も,1m2の枠の

中を1時間に通過する鐘で20～2,000mg程度に変わって

いる。これが農作物やアンテナなどに害を与えるわけで

風下へ通りぬけてゆく。林の上を越える風は，林全体の

抵抗と，林帯上面との摩擦のため，大小さまざまな渦を

つくりながら次第に風下へF下降し，林内を通りぬけた風

に混合してゆく。このため，地表近くの風速は，風下林

縁近くでもっとも減少し，その後次第に速さを増して，

やがて林のない場合の風速にもどる。
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図一ブ飛砕量と風速り調係
海岸の砂地では，地上1m付近の風速が毎秒5～6m

前後になると，表面の砂粒が転動し始める。風速が増す

につれて閏鐸するものが多くなり，さらに風速が増せば

飛行する砂粒が現われてくる。飛砂の量を，風向に直角

な1m幅の中を1時間に通過する重さ(ton)で表わし，

地上1m付近の風速との関係を象ると，各地の実例の概

略の平均値は図一1のようになる。このように，風速が

増すにつれて飛砂量は急に多くなるので，ある期間の飛

砂の総量の中の大部分は，暴風の時に動くことがわか

る。飛砂が起こっている時には，砂は地表面にごく近い

層の中を動いているもので，風速15m/秒程度の強風の

時でも，砂粒の大部分は地面から数10cmの高さまでの

間を移動している。このため，林帯が飛砂を止める機能

は非常に大きい。鳥取海岸での実験によれば，樹高2nl

・樹間1m・列間1m・延長11mのクロマツ2列林で

も，12月～4月の4カ月間に固定した飛砂の量は，表一

表－1林野の飛砂固定量の1例

風』
_～

I

_＠〆

〃

‘掌’、タグ‘ク7〃〃’

海岸からの距離("診）

図－2流帯kざる塵中塩分’減小側
ある。台風の時の空中塩分は，平常の時の麓の100倍程

度になることがあるようで，農作物はもちろん，送配電

・通信などの施設や，時には防災林の林木にまで大被害

を与えることになる。林帯はこの塩分を技葉によって捕

える働きが大きく，風下側では常に塩分が少なくなる。

樹高1.5m・幅約5mの小さなクロマツ林帯でも，図一

2のように明らかな作用が見られるので，海岸防災林の

この働きがいかに大きいかが推察されよう。林木に捕え

られた塩分は，雨などによって地表に到着するので，林

帯付近の土壌の中の塩分を調べても，塩風を防止する機

能がわかるわけである。山形県の海岸で，樹高8～9m

・幅120m前後の2カ所のクロマツ林で，深さ30cmまで

の土壌について測定した結果を表－2に示す。これか

ら，林縁から70～80mまでの風上林分が，塩風の防止に

大きく働いていることが知られる。雨の少ない風台風の

？

一
《

位置堆砂地輔需|潅砂瀞)|堆砂重麓(ton)
風上側12725．337.95

風下側17050．976.“

計29776．2114.39今年
［．

691104林帯延長1m
あたり

表－2林帯と土壌蝋分との関係の1例

土壌1009中の塩分鐘の平均値(mg)
林帯
林前砂地風上林分内風下林分内|林の背後地

A0.2242．3940.05410．066

B0.1711.7740.13810.138

0.224

0.171

2.394

1.774
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図－4淋帯による孝液の波高り低下
後に，林木が捕えた堪分で白く見えるほどになるのは，

台風の場合のこの作用が，とくに顕著であることを示し

ている。

海上から上陸してくる濃霧は，日射を妨げ気温を低下

させて，農作物の生育に障害を与え，また，交通を妨害

する。林帯は，枝葉で霧粒を捕え，風の中に渦をつくっ

て上層の霧を下へ引きおろしてその捕捉を助け，地温と

地表近くの気温を高めて霧粒の蒸発をはやめ，濃霧の消

散を促進する。林が捕える霧粒の量だけでも，草地の5

～6倍になる。林帯のこれらの作用は，普通の海霧の高

さである地上200m程度までも及ぶようである。

以上のような海岸防災林の機能の及ぶ範囲について，

横軸に樹高の倍数で表わした距離を，縦軸に樹高'0倍点

での値を100とした機能の比較値をとり，地上1m付近

の平均的な姿を描くと，図一3のようになる。

津波や高潮の波の高さは，場所によって非常に大きく

なる。過去350年間の実例から承ると，波高4～6m以

上というかなり大きな津波は'0数年に1回く･らい，波高

10～20m以上の大津波も30年に1回く・らい起こる割合に

なる。伊勢湾台風の高潮では，波高が約6mに達した所

もある。これらによる災害の防止には，堤防が造られる

場合が多くなったが，このように大きな波高を防ぐ．こと

のできる堤防は，多額の経費が必要のため，普通では実

現されない。林帯は，その抵抗によって津波・高潮のエ

ネルギーを吸収して破壊力を減らし,波高を低下させ,高

波の進退による土壌の侵食を少なくする。速さ10m/秒・

波高10mの津波が，直径20cm・密度1,000本/haの林帯

を通りぬける場合について計算すると，林帯の幅と吸収

される津波のエネルギーとの関係は，表一3のようにな

表－3林帯によって吸収される津波のエネルギー
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る。また，林帯による波高の低下は，チリ地震津波の時

て，の1例をあげると，青森県下で図－4.のように現われ，

倍点内陸側の水田は被害を免れている。

付近3．海岸防災林の効果

海岸防災林の効果は，経済的な価値に換算するのが函

きく難な場合が多いため，平常の時には，世人の認識がうす

m以いのが一般である。しかし，防災林の機能の現われは，

波高すべてその効果であるとも言えるわけである。以下で

合には，いくつかの具体例をあげることにしよう。

た所青森県東津I翻1坪館村の陸奥湾沿いにある海岸防風林

れるは，主林木クロマツの平均櫛筒15m。'胴約50m,下木に

ことカエデ・ヤチダモなどの広葉棚をもち，夏季の低温の偏

ぱ実東風（やませ）を防いで，表一4のように水稲の収量を

⑳エ増して，冷害にたいする効果を発押した。
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表－5台風時の林帯の効果(hは樹高）表－4水稲の冷害にたいする効果
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ばならないようである。

津波や高潮にたいする林帯の効果としては，高波によ

海岸地区の平常の塩風による稲作の害にたいす

る林帯の効果について,1蕊ごとの基準収盤の比

較からの結果を示そう。図－5は，宮城県桃生郡

矢本町の広い海浜につづく樹高20m・団地状の老

齢クロマツ林の場合である。図－6は，徳島県板

野郡松茂村にあって，高さ約5m・盛り土の防潮

堤の上に成立する’幅50m前後のクロマツニ段林

で，上木は樹高17mできわめて疎立し，下木は樹

高2m前後で密生している場合の例である。両者

ともに，林帯の効果が明確に現われている。

台風による塩風害にたいしては，海岸防災林が

実際上唯一の防止施設であると言ってもよいほど

である。伊勢湾台風の時に，三重県七里御浜の樹

齢100年．平均樹高20m・幅50mのクロマツ林帯

「

』嘩
h

図－7防潮汰の津波防止諭尿

って運ばれる漁船・流材などの漂流物の上陸による海岸
‘

の家屋や施設の破壊を防ぎ，流出物の海上への流亡を止

めることがあげられる。秀リ地震津波の時に，岩手県陸

前高田市海岸の樹高10～20m・幅100～150mのマツ林

は，図一7のように，被害を最少限にくいとめている。

4．機能の保続について

海岸防災林は，その機能を低下することなく持ち続け

なければ，存在の意義がうすくなる。したがって，健全

な姿で良好な閉鎖と最高樹高を保って，常に最大の効用
’ を発揮するように維持しなければならない。そのために

■

薄
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林滞力’わの距離（趣） は，機能増進のための保育と，効果を低下させない更新

図一.夕水稲の溌風の群たいす香効果(移州下）が，とくに重要となってくる。
しかし環伏は，この点では寒心にたえない有様で，保

一
《
（

〃

育もされず，言わば，放置されたままの状況で，次第に
老齢化し機能を減退してゆく林帯が，全国的に多くなっ

ている。林業技術にたずさわる者は，この実悩をふかく

認識して，一日も早く適正な施業方法を確立し，実行に

うつすよう努力することが望まれる。

以上では，海岸防災林の効用を強調したが，災害にた

いする林帯の効果には，限度があることも明確にしたつ

もりである。海岸に林滞がありさえすれば，内陸遠くま

増

7〃

収

率
2‘隆一－

7〃‘

林

ニ

ヲク〃

l Q11

s"’‘〃〃アクク

滞力＄らの距離（'だ）

図-‘水稲の騒乱の害I皇撹い鯛劾系(紬鮮）為霞墓勝瓢W､;お巌廠芯;迩域b減に応
は,30m/秒の暴風に耐えて，果樹園の保護に大きな効じて，海岸防災林の内陸側にも，耕地防風林’屋敷林な
果を現わした（表－5)。しかし，台風の時の効果範囲どの内陸防災林を，設ける必要があることを忘れてはな
は，一般に，平常の時の苑またはそれ以下と考えなけれらない。
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〔京都大学農学部教授〕
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f

8

食葉昆虫のせつ食量

これも第2次生産の一つであるが，林木の生長に一番

関係の深い，光合成器官である葉を食物にする昆虫が多

い。こういう動物は一括すると第一次消費者，草食動物

の仲間に入る。草食動物にはこういった小型のものから

シカ，カモシカ，サル，クマなどの大型のものまである

が，動きの少ない昆虫類はとりあつかいやすい上に，時

には大発生をして，森林の生長を阻害したり，はなはだ

しい時には枯死さすことがあるので，森林保護上も重要

である。大型のセキツイ動物は出産数が少ないので，急

に大発生することはまずない。害獣としては前記のクマ

のように頭数は少ないが，大量にたべるためにおこる害

があるの象である。

食葉昆虫のせつ食量については京都大学の演習林の古

野助教授の研究がよく知られているので，ここではそれ

から引用しよう。

古野はマツカレハ，クスサン，マイマイガなどを室内

実験的に飼育して，一世代にどれだけ葉をたべるかをし

らべている。

一例としてマツカレハによるアカマツの針葉のせつ食

量をあげよう。マツカレハのせつ食量を針葉の綣汁の長

さであらわすと卵からかえってからサナギになるまでに

雄は約50m,雌ば約80mの葉を食べる。特にサナギにな

る直前の2齢期ぐらしずに猛烈な食べ方をする，7～8齢

時のせつ食量は雄40m,雌60mに近く，全せつ食量の80

％ぽどをこの期間に食べる。

葉の乾重で麦わすと，雄は約99,雌は約149を全期

間にせつ食し，7～8齢ではやはり80％にあたる79,

129をそれぞれがせつ食する。

この価を知っておくと，何頭く’らいのマツカレハがつ

けばアカマツ林が枯死するかがぼぽ見当がつく。

前に記したように，アカマツの閉鎖林分の葉量は乾重

で6～8ton/haであるが，この70～80%が食害される

と，同化と呼吸の釣合がやぶれて枯れてしまうから，

4.5～6ton"]aの葉がなくなると枯れることになる。

マツカレハ針葉の尖端からだけたべるとはかぎらず，

特に葉のつけ根近くから食べて，残部をきりおとすこと

もある。こういった食害によりケムシの食物にならず落

ちる量に全せつ食量の約40％はあるという。そうする

と，マツカレハが食害する総量は（13～209)平均179

になる。そこで,ha当たりのケムシの頭を計算すると，

45～6ton/ha÷179=260,000～370,000

となる。つまりha当たり30～40万頭のケムシがつけばそ

の林は全減することになる。この価はXn2になおすと30

～40頭になる。1本当たりで考えると，1,000本/haの林

分なら,1本300～400頭つけばおしまいである。10,000

本/haもある若い林なら1本30～40頭で枯れる。

何匹ついているかを直接はかれない場合は，なにかう

けるもの，たとえば]m2の大きさのビニール風呂敷のよ

うなもので，何箇所か一定期間のフンの量を測定すれば

よい。フンの量とせつ食量との間には密接な関係があっ

て，大ざっぱにはフンの乾量の1．5倍が，せつ食したマ

ツ葉の乾量になる。また1頭当たりのフンの量は齢によ

り違うが，極く大まかなことをいうと，1齢のフンの量

は約0.04mgで2齢でその2倍0.08mg,3齢でその2

倍の0.16mgという等比級数に近いふえ方をして,8齢
では5.5mgぐらいの価になる。この齢に応じた価でわ

れば単位面積当たりのケムシの数が出てくるから被害の．

程度がわかる。もっと簡単にやるのにはフンの数をかぞ

えればよい。1日当たりの1匹のフンの数は齢とはほと

んど無関係に1日当たり15粒前後多くとも20粒である。

1日当たりの総フン量をこの数で割ると，大よその匪徽

が出て来て，被害の程度がおしはかれよう。

以上はマツカレハだけの例であるが，他のケムシにつ

いていうと，クスサンにクリの葉をせつ食させると雄で

は1代で1頭当たり約0.25m2(129)雌では約0.32m2

(169)を食害するし，マイマイガにクヌギの葉をせつ

食させると，1代で雄では約0.08m2(3.59),雌では

約0.15m2(89)の葉を食害してしまう。この場合せつ

食せずに切り落す量もあるから，実際の推定にはこの40

％ぐらいを増してやらねばならない。

以上のような数字はほんの1例であるが，森林害虫の

今
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被害量の判定にはきわめて重要な数字で，いろいろな害

虫につき，こういったデーターがそろえられると，被害

判定がしやすくなるであろう。

ここにのべたことはごく大ざっぱなものだが，くわし

いことは古野の論文をよまれるとよいであろう。

森林の落葉量は前に記したように，生態系内の物質の

循還に重要な働きをするものであるが，その量をはかる

ため林内に受器をおいて，月別の落葉量を測定している

と，別に特別な食害をうけていない林分でも，かなり多

壁の虫フンが落葉や枯枝にまざって入.’てき，第2次生

産としてのムシが，数の上では平時でもかなり林内に住

んでいることがわかる。

葉を食うムシは，直接光合成に関係して生長を左右す

る大きな因子でもあるから，森林保謹_上ばかりでなく，

つれづねどれく．らいのムシが棲息するかはよくしらべて

おく必要があるであろう。

フンをしらべるなど，きたない話だが，これも林業に

は重要な仕事なのである。

私は昭和17年と去年両部落に行った。岳神楽は32

曲，大償神楽は69曲が伝承されており，荒なしい神女

が美しい女人が，また伊達な武士が，奇抜な道化が，

あるいは激しくまた優雅にぷちのくの山里に中世の香

りをふくよかにまきちらす。その中の名曲の一つに

、機織賃がある。若狭の浦に住む機織の上手な若い女

房は，都に行った夫が長く帰らないのは浮気をしてい

るのだという，長者の中傷を信じ，機道具をこわし海

に身を投げる。その女房の亡霊の地獄の責苦をうたっ

た織歌、涙は職りて淵となる三途の河原にあや機，

きり機，しょんと立て．．…．、にあわせ，髪を乱した狂

乱の体で織る舞曲はかぎりなく美しい。

神楽の終りは権現舞をまう。一人で舞う獅子舞で，

これによってお山の安全，村や家の息災と繁栄とが祈

願され，演者たちは村里の運命を祝うほぎ人として今

日でも村人から尊敬されている。（真木英助）

早池根の神楽へ

早池峰山(1,914m)は北上山脈の主峰で，数多い高

山植物か今も荒されないで残っており，昔から霊山と

して信仰の中心で，中世から近世にかけて多くの山

伏，修験者が住承一大道場となっていた。明治以後こ

うした山伏の集団が山麓の村に住みついたのが岩手県

大迫町大償（おおつぐない）と岳の部落で，大償権現

と早池根権現がまつられてあり，山伏の加持祈祷して

語り演じられてきたのが山伏神楽である。昭和3年ま

でば両部落が年番に旧'1月頃から獅子頭をまわし古風

な舞曲の数女を舞いつれ，娘たちは仕立ておろしの着

物を着て舞ってもらうと，災をよけ安産するというの

で，すすんで舞ってもらった。

？

一
《

★皆様のこの欄への

寄穂をお侍らして
おります。

(豐躍霊f説明）

鋤崎

〔山の生活
▲▲▲a

▼▽▼
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知られない

大害獣

スミスネズミ

スミスネズミとは，ききなれない名まえのネズミであ

る。なかなかはいからな，いきな名である。それもその

はずで，北海道のミカドネズミにミカドを，ヒメネズミ

にゲイシャの学名をつけた，イギリスのトーマスが名付

け親だからである。スミスというのは，よくある外国人

の名まえである。かれが学名に用いたのも，じつはスミ

スというイギリス人が，

このネズミを捕えて送

ってきたのに因るので

ある。スミスさんは，

明治の中ごろ蒋戸にす

んでいた貿易商である

ことだけわかってい

る。おそらく，六甲山

あたりで捕えたもの

なネズミが，日本にいるのを初めて知ったひともあろ

う。しかも，森林の大害獣であることなぞ，夢にも思わ

ないことであろう。それは，このネズミが四国を舞台に

あばれまわっているからであるである。もっとも本州に

も，九州にもいるのだが，これらの地域では影のうすい

存在になっているのは，強大なハタネズミやヤチネズミ

がいるからである。それにひきかえて，四国にはハタネ

ズミがいないので，かれらは四国の材野をわがもの顔に

ふるまっている。

ネズミという動物は，おもしろい習性をもっていて，

強いものと，弱いものとのあいだには，はっきりとした

なわ張りができてしまうのである。いわば，強いものは

力にまかせて相手を圧倒していくから，弱いものは追い

つめられて，ほそぼそと小さくなって生活しているわけ

である。スミスネズミも四国では，王者の生活をしてい

るが，本州｡九州では日陰げものの馨しである。しかし，

相手がいなければ，やはりその地域を占領している。た

とえば，木曹御嶽である。ここにはヤチネズミがすんで

いる。しかしその生息数は少なく，スミスネズミの敵で

はない。このため標高2,959mの頂上まで生息している。

ところが，八ケ岳では，針葉樹体からうえにはヤチネズ

ミがすんでいて，しか

も生息数が多く優勢で

あるから，その山ろく

から標高1,600mあた

りにまでにしか分布し

ていない。どうして

も，ヤチネズミの勢力

範囲には侵入できない

のである。そのうえ，

を，そのころ大英博物八ケ岳の山ろくは，ハ

館から日本の鳥獣類をタネズミの生息地と知

採集するために派適されていたアンダーソンに渡し，そられ，被害がくり返えしおきている地域であるから，そ

れがトーマスによって研究され，世界の学界にまだ知らの生息数も多い。したがって，スミスネズミの淡色はき

れていない種類であることがわかり，これを，スミスネわめて悪く，山ろくを集団で逃げまわっているように承

ズミなる新種として発表したわけである。1905年（明治える。それは，ここ数年にわたって行なっている私たち

38年）のことである｡これで，スミスさんの名がいつまの試験地に，急にスミスネズミがふえてきたことでもわ

でも残ることになる。かる･

スミスネズミは，ごく小さい野ネズミで，ハタネズミ四国での生息地は，完全に林野である。それだけに，

によく似ている。ときには毛色が同じて見誤ることもあこのネズミの消長に一喜一憂しなければならないのであ

るくらいだが，ハタネズミよりかヤチネズミに近い種類る。それでなくとも，拡大造林の進行とともに，四国の

である。一般には，ハタネズミよりか赤承をおびているネズミ被害は増加しつつある。そのうえ，中央山脈には

し，毛なゑがきれいで，女性的な感じがする。すこし前しばしばササの開花結実があっ画そのたびに大増殖を

までは，ウスイロヤチネズミとよんだこともあるが，いして造林木に大きな被害をあたえている。いよいよもつ

まではスミスネズミが普通になっている。しかし，こんて林野の凶悪犯となりつつある。さいわい，高知営林局
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知県の小川営林署に被害が続発していることをきいた。

蓑た，高知営林局の管内に広く発生していることなども

あきらかになってきた。おそらく，かなり前から発生は

していたのであろうが，あまり問題にするにいたらなか

った程度であったらしい。それが造林復興とともに急激

に増加してきた。さらに拡大造林政策がとられるにおよ

んで，その被害量ばますます増加のいつ途をたどりつつ

ある。

四国の中央をはしる石槌・剣山の山脈は，その上部が

深いササ生い地である。しかも，しばしば開花結実があ

るので，そのたびにスミスネズミは異常繁殖をくり返え

すのである。そのような植物社会の波動がなくとも，生

理的なリズムによって，かなりの増殖を行なうから，四

国ではいつも大なり小なりの被害が発生する。それが年

によって場所が点交と変わるので，つか歌にくい。まだ

まだこのネズミの研究がたりないのだろう。

さて，数年まえのこと，このネズミに分家騒ぎがおき

た。文部省の科学博物館にいる今泉義典博士は，いまま

でスミスネズミとよんでいるのには，2種頃が含まれて

いるから，これをスミスネズミとカゲネズミにわけた。

この分類によると，前者は本州の西南部から四国・九州

にいる従来のもの，後者は本州の中部から，東北部にい

るもので，スミスネズミよりか濃い毛色をしていること

など，2～3の区別点をあげた。たしかに，木曽谷や関

東地方で採集したものには，今泉博士のいうように，関

西にいるものとは異なった毛色をしたネズミが採集され

るのである。ところが，うるさいネズミ学者の多い学界

では，たちまちネズミのなわ張り争い以上の論争がまき

おこった。まだ，この祷論はでていないから，ここ当分

はつづきそうである。したがって，このネズミについて

は，著書によって学名はもちろんのこと，和名も統一さ

れていないから，この点によほど注意しないと混乱をお

こしてしまう。

スミスネズミの一般習性としては，木曽谷では5～6

月と，9～10月に繁殖する。産児数は2～3児で，ハタ

ネズミにくらべると少ない。ところが，中国地方での繁

殖期は2～3月であるというから，地方によって異なる

ことがわかる。そのほかの習性ば，ハタネズミやヤチネ

ズミによく似ているが，砂れき地や古生層の発達した地

域に生息する傾向が強い。このため1カ所に集団的にい

当局は，多額の饗用をこれにあてて，発生の予察にあて

ているし’林業を重んずる県が多いので，被害を最少限

度にくい止めているが，大増殖したときの獅或には手こ

ずってしまう。

四国とスミス・ネズミ，どうして，こんな結びつきがで

きたのであろうか。それには，スミスネズミのおいたち

から話さなければならない。このネズミは，どちらかと

いうと南方系に属し’ヒマラヤから中国南西部に近いな

かまがいる。おそらく，いまから150万年ぐらいまえ，

ちょうどメタセコイアが日本に森林として栄えていたこ

ろに，この方面から北上してきたものらしい。そのころ

には，い室のニッポンザルやキジ，ヤマドリの祖先もこ

の新しい池或にやってきた。もちろん，日本列島はアジ

ア大陸の一部であった。しかし,それからの日本周辺は，

大きな地殻の変動や気候の変化，とくに氷河期の寒さ

は，かれらの生活をいためつけた。それでも，ほそぼそ

と生きながらえた。ところが，いまから1万年ぐらいま

えになると，朝鮮半島をへて中国北部からハタネズミが

侵入してきた。これとの戦いは，スミスネズミにとって

苦しいものであった。新しく侵入してくるものは，それ

だけの精力をもっているから，すばらしい生活力であ

る。このため古くからいるものは敗けるのが常である。

この場合にも，スミスネズミは敗者の位置に追いやられ

てしまった。しかし’四国だけは，かれらの金城湯地で

あった。それは古生層の山地が発達していて，かれらの

ふる里であるヒマラヤによく似て，ごつごつとしてすむ

のに適していたからである。これに反して，ハタネズミ

にとって，このような土壌はきわめて苦手である。この

ような土壌条件を背策にして，ハタネズミとの攻鯲戟を

つづけて約21000年すると，天のたすけか瀬戸内海が生

じて,本州．九州と隔離されてしまった。これで四国は

ハタネズミの侵入から完全に守ることができたわけであ

る。競争相手がいなければ，思う存分に繁殖し，分布を

ひろげるのがネズミ社会のしきたりであるから，いまや

四国はスミスネズミの天下になっているのである。

スミスネズミが森林の大害獣であることがわかったの

は，昭和30年ごろである。そのまえは，まだ材野庁の被

害発生報告の組織がよくできあがっていなかったので，

現地の声が私たちの耳に入るのはずいぶん遅れた。この

組織ができてからは速報がはいるし，被害木を送ってく

れるようになったので，かなり早く全国の被害木をもら

ったのば，たしか西条営林署からだったと思う。ハタネ

ズミの被害木にくらべると，樹皮を細かく食っているの

と，地上から20～30cmのところを食害していて，あき

らかに区別することができるものであった。その後，高

ロ
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の何）としなければならない。、立木売り林業、（分類

の(a))が成立っためには，別に伐出林業の存在が不可欠
である。それ自体の承でありうる林業は、丸太売り林業

（一貫経営林業)、（分類の(1j)の承である。これを，、最
も本来的，典型的〔最狭義〕な林業〃であり，一番、林
業らしい林業、とする｡」

と述べ，さらに氏は，これを従来の林業の定義と比較
して’「従来の林業の定義では，狭義の林業は、種植か

ら立木の売却にいたるまで、広義の林業は、それに伐出
林業を加えたもの、とされているが，そのようにいうと
、一貫経営林業、は，いかなる意味でも，林業にはいら
ないことになる｡」と結論しておられる。

以上のことを，まとめてゑると，つぎのようなことに
なる。

△松下氏の定義（最狭義）一種植から丸太生産売却まで

（一貫経営）－（分類の⑥に該当）

△従来の定義狭義一種植から立木売りまで－（分類の
(a)に該当）

広義一種植から立木売り＋伐出林業（分

離経営）－(分類の(aj+伐出林業）

以上のことからして，松下氏の定義と従来の広義の定

義との相違点は，前者は，同一の林業経営者によって，

立木育成から丸太生産，売却まで一貫的に経営されてい

るが，後者は，立木育成と伐出がそれぞれ異なる経営者

によって分離経営がなされているということである。そ

して，この立木育成と伐出を分離すること，すなわち伐

出林業を分離して取り入れることが、ヨリ林業的林業、
でないということの論拠として，氏は「森林を木材資源

として見る立場があるが，林業に森林木材資源観をもち

こむことは，林業の本命を，伐出斜錐（鉱業的ないし漁

業的林業）と承るものであって，森林（の経営）を木材
生産の手段とする、ヨリ林業的林業、を否定するもので

ある」と述べておられるが，この立木育成と伐出分離経
営および伐出林業についてのぜひについては後で述べる

こととして，兎にも，角にも，氏の林業定義である、丸

太売り林業（一貫経営林業)、が、最も本来的，典型的
〔最狭義〕な林業蕊であり，氏のいわゆる雅業的とか，

漁業的とかいう冠詞をつけられないようなぐ蘂一番林業
らしい林業、、ヨリ林業的林業、であることについて

は，私も同感で，できうることならば，林業というもの
は，そのようなオーソドックスな姿でありたいものと，
ひそかに念願している一人であります。

そこで，林業の定義についてのせんさくは，そのくら
いにして’これを林業経営の実際について考えて象た場

会､貝｡2広場
q

松下規矩氏の「林業を正しく

捉えるための試み」について

ﾐﾙ_ゞ
本誌,No.304掲載の第2回「森林経理研究会」シン

ポジウムにおける松下規矩氏提供の話題「林業を正しく

捉えるための試ゑ」を読んで，思ったことを一言述べさ
せていただきます｡

松下氏は林業の本質をより明確に捉えるために「木材

の生産」ということにつけての林業をつぎのように分類

しておられる。これをわかりよくするために，その要点
を抜すいしてゑた。

△松下氏の「木材の生産」ということにつけての林
業の分類：－

1.木材の生産に関係することにおいてのもの
（1）直接的なもの

（森林の伐採を行なう林業）

（ｲ）森林の伐採の承を行なうもの

（森林を単に木材資源と承るもの，鉱業的・漁業的林
業）

㈲森林の伐採と造成を行なうもの

③立木売却によるもの

（｢いわゆる育成林業」で，立木そのものを生産。

売却する「真の育成林業」とは本質的に異なる）

(Ij丸太の生産，売却によるもの

（丸太売り林業，すなわち「一貫経営林業」で，通

も本来的，典型的〔最狭義〕な林調
②間接的なもの

（立木の育成の象に関係する林業）

Ⅱ．木材の生産に関係しないことにおいてのもの

以上が松下氏の林業の分類であるが，氏はこの分類の

中で，どれが「最も本来的，典型的〔最狭義〕な林業」
であるかについて，つぎのように述べておられる。
すなわち，

「林業を、木材生産に直接関係するもの、（分類の(1)）
に限定し，かつ，その本性が農業，鉱業ないし漁業に等
しいものは（分類の(ｲ)）捨てる立場をとれば，、最も固
有の林業は，森林を伐採もし，育成もする林業廷（分類

』
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の段階にくらべて，その生産費の占める比重も大きく，

その作業内容が伐木，造材，集材，搬出，輸送などと，

機械的な作業が多く，したがって，技術と擬本装備の高

度化によって生産コスト引下げの余地が多く残されてい

のるである。

このように考えてくると，伐出林業というものの林業

における役割の重大さを認めないわけにはいかないので

ある。

そこで，後に戻って，私は，さきに，わが国の林業構

造（私有林）の現状からして，好むと好まざるとにかか

わらず，育成林業と伐出林業の分離経営はやむ得ないこ

とであると述べたが，さらに，このことを，こんどはプ

ラスの面から瓊由づけて承たい･

すなわち，木材の生産コストを下げるためには伐出林

業の役割がきわめて重要であると述べたが，この伐出林

業には多年習熟した専門的な技術と擬本装備の高度化が

ますます要請されるわけであるが，そうだとすれば，む

しろ，一貫経営から伐出林業を分離し，それを一つの林

業の分化としてその高度化を図る方が，木材生産を効率

的ならしめることではなかろうか。いずれの産業におい

ても，それが高度化すればするほ.ど，それぞれの分野に

細かく分化されることは多くみられるところで，林業に

おいても，育成と伐出に分化されることは，必ずしも不

合理だとはいえなのではなかろうか。

では，最後に問題は，そのような重要な役割を持った

伐出林業は一体誰が担当すべきかということであるが，

現状では，もちろん全国の多くの素材生産業者たちが主

としてこれを担当しているわけであるが，これら業者の

中にはもちろん優秀なものもいるのであるが，一般に資

本装備力;劣弱で，経営規模も小さく，したがって企業的

にも劣勢で，すなわち流通過程に介在する中間商人的な

性絡のものが多く承られるのである。したがって，この

ような業者たちに伐出林業の高度化を期待すぁことは困

難海はないかと考えられるので，今後の対策の方向とし

ては，現在の一部優秀な業者の育成強化，木材消費者自

体（たとえばパルプ会社など大口消饗者）が自己の資本

力を活用して直接素材生産を担当すること，その他協業

形態の活用，森林組合の強化による素材生産の促進など

の漸近的な方法が考えられるが，これは，今後に残され

た林業構造改善対策のもっとも重要な課題であろう。

以上，とりとめもない素人談議を臆面もなく，ながな

がと申し述べ，まことに汗顔のいたりに存じますが，な

にとぞご叱正をお願いいたします。
8

合，日本の林業織造の現状において，氏の一貫経営林業

が一般的に果たして可能であろうかということである。

もちろん，国有，公有林あるいは一部の大面積所有者，

社有林などにおいては，可能であろうし，現にその一部

においては一貫経営が行なわれているが，しかし，その

場合においても，やはり相当の量について立木処分の方

式が採られているのである。そして，また，外見は一貫

経営の形態に見えるものの中にも，その内容は素材生産

業者あるいは輪送業者などによる部分請負によるものが

意外に多く，名実ともに同一の経営者による一貫経営は

予想外に少ないのが実状ではなかろうか。

そして，また，伐出林業は特殊な高度の技術と資本装

備が必要とされるので，ほとんど大部分が零細経営規模

の林家により術成されているわが国の私有林の森林保育

ないし経営赫造の場合，個別の林家に育成から素材生産

までの一貫経営を求めることは一般に困難であろう。こ

れは，むしろこのような構造のもとにおかれている私有

林の一つの宿命ともいえるであろう。

このように考えてくると，松下氏の一貫経営林業は

、ヨリ林業的林業＼であるとしても，現実には，一般的

にきわめて困雌であるのがわが国の林業の現状ではなか

ろうか。そうだとすれば，好むと好まざるとにかかわら

ず，育成林業と伐出林業との経営分離はやむを得ないこ

とといわなけれ感ならない。

さらに，私はこの問題を，つぎのような視角から考え

て象たい。

現在において，わが国の林業に対する最大の要講は生

産性の向上と生産の増大であることは言うまでもない

が，それと同時に，、安い木材、を生産すること，すな

わち生産コストを引下げて，、木材を安く、生産するこ

とではなかろうか。木材のような量（かさ）の割に，価

絡が安く，しかも生産コストの割高な商品を生産する林

業が，他の賭産業に対して遅れをとらないためには，何

よりも，生産コストを引下げて，安い木材を生産するこ

とが必要なことは，い重さらいうまでもないことであ

る。安い木材を生産することへの努力なくしては，林業

はますます他産業に対して遅れをとり，衰退への道をた

どることになるであろう。

では，育成林業と伐出林業の両段階に分けて，生産コ

ストの引下げについて検討して承ると，前者において

も，機械化，肥培，育種，短伐期その他省力などにより

コスト引下げの余地はあるというものの，立木というも

のの本質と育成作業，技術の性格からして，そこにはお

のずから限界があるが，一方伐出林業においては，育成

一
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合唱員｡2広場 2

大学における林学の学修者は林学の専門学者養成に移

り，職能的には分科別専門御『者の立場をとり，科学技

術者とその生態を一にする。このような教育の結果林業

経営者の餐成は実質上無視されることに注目せざるをえ

ません。

ドイツにおいても林学の学習上形式的には日本の場合

と類似の方式がとられているにかかわらず，卒業生の支

配的コースは林業経営者であり，かれらは卒業後両三年

のインターンを経て経営者蜜格試験に合格し，林業経営

者として経営の資任を果たし所有者の利益を高め，その

信用を博しているのであります。この両者の較差は両国

の国情または林業思想の伝統にあるのではないかと思わ

れます。日本には森林のもつ生産作用によって成立する

のが林業であるという概念は存在しませんでした。日本

人は樹木栽培業が即ち林業と考えておりました。これで

はドイツ林学を理解することは不可能でありまし上う。

しかもその日本人が林学を観念的に修得したのでありま

すから，林業というもの，林学というものの真髄を理解

することは困難だったのではないでしょうか。

これを義務教育の教材について見ても明らかなように

思います。そこでは国土保安の共益性や植樹することの

重要性は強調されておりますが，林業経営の組織一森林

と林業との関連についてはまったく説明されておりませ

ん。したがって日本の政治家も行政官も一般国民もほと

んど林業の何であるかを理解されないように見受けられ

ます。林学は元来経験科学であり，ドイツに古くから行

なわれ発達せる林業の記録なのでドイツの国民には林業

に対する理解が伝統的にもっていたのではないでしょう

か。

四

林業の発達と

林業教育
§

！

太田男治郎

〔本会名誉会員〕

てはかられる。林業一国の文化は教育の程腫によってはかられる。林業

の発達についても林業教育に負うところが大きいもの

と思われます。わが国の林業教育は明治15年に設けら

れた山林学校に創る。爾来85年を経過し，明治23年大

学制に昇絡してから77年の歴史を数えるに至りまし

た。今日では公私あわせて大学の数は30にもおよび，

年寄千人になんなんとする卒業生が進出する盛況を

呈するありさまである。これらの卒業生は木材工業，

木材流通業，砂防その他土木などの技術者として活躍

し，きわめて多彩であるけれども，狭義の林業一木材

生産事業の面においていかに戦力化しているかはいさ

さか疑問であります。

一

l

林学は林業を対象とする学問であることはいうまでも

ないでしょう。林学はまた林業の経営に必要なる学問の

総合的体系ということもできましょう。それは自然科学

部門と社会科学部門とから櫛成され，自然科学部門は森

林を中心とする自然科学に立脚して木材の育成伐出など

一連の生産技術学であり，社会科学部門は生産技術を経

済的効果を極大化するための組織秩序に関する理論を究

明する生産経営学である。しかもこの両部門は一体化し

て分離すべからざる関連している。かようにして林学は

一コの学問の分野をもつものなのでありましょう。

林学の学修に当たっては便宜上分科を設け各科目を一

コの独立の学問と同一の立場が与えられる。その結果は

しばしば林学の一体性を見うしない体系化を忘失する危

険を伴うことになるおそれがあります。

日本の大学においては学科機構の単位は構座でありま

して原則として独立の体制をとっております。これは専

門を細分して深化する効果は大きいけれども，林学の場

合には体系化を破域する危険がないとはいわれないよう
に思います。

昼

一

3

日本にはこれまで林業の専門経営者を受け入れるまで

に林業は発展しておりませんでした。国有林は当初林区

署官制なるものが設けられました。これは林業経営の特

殊制度でありましたが，大正12年これを廃止して営林局
署官制に変わりました。この営林局署は行政官庁的性絡
の機関であ為けれどもまだ一営林署一事業区による営林

署長の責任管理制に対する夢はなお残されていた。とこ

ろが昭和33年に改正された経営規程において経営区と営

林署区画とは完全に分離されたので，林業管理特有の組
織はここに完全に雲散霧消したわけであります。かくし

て国有林管理機関は林野庁－営林局一営林署を通し官僚

、

－28－
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業の経営者は育ちませんでした。その理由の第一は日本

の林業教育には経営者を育てる基盤または素地を欠いて

いたこと，第二は林業の専門経営者を受け入れる体制が

いまだ熟さなかったということにあるように思われま

す。

日本の第一次産業は最近まで封建的体制を温存し，そ

の体制の上に自給本位の経済がうち建てられてきたこと

は否定できません。特に林業は原始的状態の林野を対象

とする開発事業であり，公共投資の絶無地帯を舞台とす

る事業であるから，著しく立ちおくれ，昭和30年代の高

度経済成長の結果日本経済のヒズミとして枯差是正がわ

が国経済政策の重要課題となったことは周知のところで

あります。これと同時に艇村の人口流出を激成，日本は

農業国家から工業国家の段階へ移行を開始したなもので

あり，農村社会は一大変質をきたし所得水準の不均衡が

露呈してきたので，腱業の旧態（小農制自営主義）を墨

守し難きに至り遂に経営の集団化または企業化の方向に

制体質にぬりつぶされました。その後行経分離の必要が

唱えられており宣すが，それは共社移行にとどまるとす

れば，本来の経営機織を再現することはできないでしょ

う。以上のような経隷により，わが国有林にも林業経営

者のすわるべき椅子は与えられなかった，といってよい

でしょう。

民有林にあっては公有林にしても大私有林にしても専

門経営者の手に委ねる段階には達しておりませんでした

し，林業経営者の盗格認定制度についてもまったく問題

とはなりませんでした。

以上のような関係から林学出身者は1は学者として教

育に従事，1は官公吏として行政官の補助役または行政

官となったのが主な行路となっていることは広く認め

られるところでありましょう。

一

4

日本には林業に関係ある学術の学者は飛出したが，林
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〔県の木シリーズ〕昭和33年8月，私は薩摩大口市の田代の山に，珍し；

モクセイ いシダ類の1種であるサツマシダの自生地を訪ねた。ミ

コジイを主林木とした常緑照葉樹林が当時はまだ広くす
（モクセイ科）

残っており，風が通らずむっとする林中ではあるが，§
Os"zα"ﾒﾊ"s./ﾂ極97秘'zs

次から次と出迎えてくれる珍植物に心をはずませなが；L OUR．翁

ら，小谷を上がっていった。ここでモクセイの1種を§

ざ
１
■
●
も
ｑ
Ｊ

●
己

弓
・
ざ
弓
・
ざ

擬蘂した。南九州にはギンモクセイが自生すると詩書§

に書かれており,また同一属のﾅﾀｵﾚﾉｷも南九州；
級

には自生しているが，この方は私も大隅半島で何回か§

見て熟知しているので，大口市のものはナタオレノキ§
も

とは異なるギンモクセイと考え，標本を整理しておい；
た。しかしその後初島住彦氏の研究により，九州南f

部の自生品はウスギモクセイであることがわかったの；

である。静岡県の木として選出されたモクセイは中国：
ざ

原産のキンモクセイとギンモクセイで，日本には自生§
J

しない。ギンモクセイは単にモクセイとも呼ばれ，葉；
ず

が楕円状で長さの割に幅広く，細鋸歯があり，花は白》
角

色であるのに対し’キンモクセイは葉が細長く，鋸歯§
も

がなく，花は黄赤色である。これら3つのモクセイは《

同1種内の変種の関係に分類される。いずれの花も1§
ず

種独得の佳香をはなち，やや腐寒い夕べの町角に，ど；
ざ

こからか漂ってくるその香りは秋深しを思わせる。静》
j

岡県には三島市と熱海市にキンモクセイの大樹があつ；
』

て，それぞれ国または県指定の天然記念物となってい§
：

｡ ）る。諮
《
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絵・中野真人（日本パルプ）
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：文・倉田悟（東大)，
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林業はよき担い手によっての馨期待できるのでありま

す。

経営専門家一林業経営の責任を一身に担いうる人一

一は単なる学者または技術者ではいけません。林学的高

い知能の外に林業の資本主義倫理を護る勇気ある人物の

饗成が日程にのぼる日は近いと思います。

林業教育は何を果たさんとしているのでし装うか？

林業行政は何を行なわんとしているのでしょうか？

進めるの外なきことが公認せられるようになってきまし

た。

この農業の方向聴換は林業にとっても無縁ではありま

せん。否，林業は艇業より以上に企業化を図る必要度が

さらに高く，これによって林業の産業的水準は画期的に

躍進するものであり，林野所有者（零細所有）にとって

も有利なのであるから，その要望が高まらなければなら

ないはずであります。しかるに今日なおその動きのない

のは林野所有者の意識が低いためであり，また官民指導

者の見識が消極的だからであります。さらにその原因を

追及すれば，林業の本質に立脚する経営方式が近代資本

主義的企業によるを有利とし，その条件の整備を要する

ゆえんを解さないためではないかと推測せざるをえませ

ん。とにかく時勢はすでに林業の革新を要望しており，

その実現は時の問題と考えられます。その時に至ればわ

れわれは林業経営の何であるかを体得し，その進展に高

い熱意を示す経営専門家の出現が必要となります。よき

巳

『

今
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〔県の木シリーズ〕

フェニックス

（ヤシ科）

mog"鰯spp．
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ヤシ科植物は世界の熱帯・亜熱帯を中心に200属》

3,000種以上が分化発達しているが，日本内地にはわ；

ずかにビロウとシ異口が自生するだけである。しかし：

暖地の観賞樹木として，，今後ますます多くのヤシ類＃

が広く植栽されていくことだろう。中でもカナリー群；
島原産のカナリーヤシ(砂""恥cα"α'""siSCHAuB.)#

は丈夫な勇壮な趣のある種類で，東京でも冬季の寒さ；

から保談してやれば野外で育っている。フェニックス；
属にはｱヅｱからアフリカにわたり'0数種を産し,そj

j

のいくつかが温室などに栽培されているが，県の木と：
恥

してフヱニックスを選んだ宮崎県でも，カナリーヤシミ

を指したものだろう。南九州では太い幹にタマシダな§

どがはい上り,南国ﾑー ドを辺りに承なぎらせる｡宮ミ
崎県の場合,青島などに自生する有名な日本の木であ＃
るピロウの方が，なぜ選ばれなかったのが残念といえ§

ぱ残念だけれども，フェニックスの雄為しい美しさに：
凸■

は，ピロウも影が薄れたのだろう。カナリーヤシの葉f
de

を長さ4～6mもある羽状複葉であるのに対し，ビロ爵

ウでは葉身の径1～1.5mぐらいの扇形の葉が掌状に：

中裂している。カナリーヤシは雌雄異株であり，雌株；

を持っておれば良い財産になると，だいぶ以前に八丈fi

島の人から聞いたが,今でばどうであろうか｡なお，；
熱帯砂漠地方の重要果樹であるナツメヤシもフニニッ＃
クスの1種である。 ；

兎
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：文・倉田悟（東大)，絵・中野真人（日本パルプ）

J勺･日D◆し白も●も■■UQ●0もQ･･0．06“･旬屯■CO%pQeD“･●命Ooo0ｳ卯･･●o0cjoaf･叱be･●0●･eoGG”｡｡｡●●mDe｡“･qG･DOC兜.●■●今･Dgのﾛ伊殉.opqb▲･･●｡..e●｡0.●･g0FoGo｡･･●0F●9GJ.･Bow･eooQ岫・･もQ･･完､CDもa｡､もも｡●●●

－30－



、

－■一一回口凸時●●一再■‐＝ー■■■｣■■ーーーーー一一ーーーーーー一陣q－－0■■0■■＝ーーー＝‐画■■ーー＝■吟｡■ー一夕“ー一一ー＝－－ーー一一l■■●ロー■､ー鞘＝｣■■丘■ー一一一ーーーP毛一一＝ーp●ーー＝』■■＝ー 一ー一

小小'卜'1,牛/r'1､ﾉ1､ノト'WIwl､小 であるが，股林高校とはいえ，股業科や各科と同居して

いるところでは，特定の学校を除いて股業科におされ気

味であり，林業科本来の進み方はいろいろな面でブレイ

キがかけられている。その上，生徒は林業に対して意欲

のない，ただ高校卒業の資格をとればよいといった浮浪

者も多くなり，学力の劣ることはもちろんのこと，林業

人として望ましくない卒業生になってしまうオソレがあ

る。

教育は榊と生徒との心,技,体の一致とお互いの努
力が要求され，その効果をあげるための施設，設備がな

ければならないし，卒業生を受け入れてくれる職場の理

解と協力が要望されてくる。いくら教員が努力してもつ

いてこない生徒，教員と生徒ががんばってみても施設の

たらない学校，こうして，職場は年ごとにせばめられて

くるとなると，林業科の発展など望めそうもない。こう

して考えてくると，林業教育はその理念を小中学からう

えつけておかねばならないことにな為。

そのためには教員養成大学の教員の卵に，一般林業を

教えておかねばならないが,,このような大学には専門の

割会員｡2厘場

林業教育に想う

芝田隆雄

後進国であるアフリカ諸国でさえ，林学専門の大学が

できてくるのに，わが国のように林業の先進国と自負で

きる国に単科大学さえないことが不思議である。このこ

とは農学の中の林学という既成観念が今日でもまだ根強
いことを意味しており，教育行政に関係しているほとん

一

も知れない。戦後乱立どの人が林業に無知である証拠か

した新制大学の悩みも股学部の中の林学科あり，教授陣
不十分なことは，限られた設備にしても，容にしても，

文教予算のことを考えれば止むを得ないことかも知れな教えておかれはならないか'．このよう7‘侭大手健w丞寺rwノ

い。こうして，大学の統合整備のことが論ぜられるよう教官はほとんどいないし，またいても専門以外の級講座
になったが，いくら小規模の大学でもせっかくできた大を担当しているので，林業教育などまったくできない現
学を廃止することは，県自体が存廃の可否など抜きにし状である。
て，政治的に強く反対す為ので，新設はできても廃止はさて，林業教育改善について次のようなことが考えら
できない実状にある。れよう。北海道と東北，関東’関西’中国’四国，九州
旧制の大学でも東京大学を除いた他校では，それぞれのせめて六地域に，林学科，林業工学科’木材工学科を
何かしら悩象をもっているので，新制大学になるとそのもった大学がほしいし，このセンター大学の施設，設備
悩象はますます増加してくることは当然なことであるだけは外国から留学生がきても恥かしぐないものにして
う。林学も専門分化されて識座としてもてなくなると，おきたい。育林の立場からは北海道地区は寒帯林に，関
科の新設が望まれてくるし，それに伴って人と物とが必東，関西地区では温帯林に，九州地区は熱帯林に関連し
要になってくる。学生数の増加を図って象ても就職が伴た特色ある識座がほしい。こうして’わが国の林業の発
わないような学科ではよりつかないだろうし，今のよう展だけでなく，アジアの林業のため役立つ大学であって
な教育でほんとうに実力のある役に立つ林業人がつくらほしいと思う。また，高校では，北海道’東北，関東，
れるかというと問題である。教官の側からみれば，学生中部，近畿，中国四国，九州の七地区にセンター，スク
の教饗や素質など入学以前の問題まで，とりあげねばな－ルをもうけて，その地区のモデル林業高校を出現させ
らないような今日である。このままではすべてに不利だたいo夏期にはその地区の林業教員が集まって研修を行
から，統合整備をしてくれるようにという，地方大学のなえるよう宿泊設備まで整えたい。高校教員の現職教育
意見を文部省のある審議官に伝えたところ，そんなことは今日の問題点の一つであり，できれば地区ごとに，各
文部省としてはずっと前から考えているといい，それな専門教科書の編集に当たるよう予算の計土も望ゑたい。
らぱなぜ推進しないのかときくと，大学の自治に委せてまた，演習林の充実と活用が大学，高校ともに必要な条
あると逃げる。構想だけではいつ室でたっても夢の話で件になってくる。
終ってしまう。このような夢の実現にはそこに全国的な組織が必要で
高校でも，木曽や天竜，吉野のように林業専門の高校ある。教育は教育者だけでできるものではなく’林業に
でば，産業教育振興法の設溌基準に近い設備をもち，一関係のあるすべての人たちが協力援助の手をさしのべな
興した教育環境の下で林業人をつくりあげることが可能い限り，その効果は期待できないことをつけ加えたい。
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り，このための出費は非常に大きいや疾労の進行状況などを述べ，しか

ものがある。る後に鋼索の損耗を考慮に入れて合

これは，林業用ワイヤロープの疲理的な仕事をするには，どのように

労や損耗対策についての研究者が少したらよいかが述べられているわけ

なく，寿命を延ばすための対策がおであるが，手取り早く，疲労と損耗

くれていたことによるものと思われ対策だけを知りたいという人は，前

る･二章を飛ばして直接第三章を読んで

幸いにして，この方面の権威者でもさしつかえない。

ある上田室長により，本書が執蕊さ本書が広く関係渚に読まれ，これ

れたわけであるが，本書の目的であからはワイヤロープが合理的に使用

る「損耗対策」を誤りなく実施するされ，無駄な出饗が防げるようにな

ためには，その基となっている知識ることを期待J_,,ご一読をおすすめ

が必要なので，まず，集材機作業中したい。

の張力の実態と計算法，鋼紫の性質（林野庁研究普及課宮川信一）
0繩001･bu州上'1帥uo4110BobⅢ001"伽，oOQllOoIOOⅡ町FbOIO叩MbO1MI叩脚4U川I9IBOpⅡ111,0』』』IOOf8M1MIM1ｳlIMI011I1yQO別181卿bI101M1DD11IW･･01¥肺911側1lb肋0帥州抑'1011叫IPO帥IlBQlｳ01ドjlｳOIO0110曲000001MⅡ001M叫UOoqIm例･叩qlF

下記の本についてのお問い合わせは，当協会へ

匪宣臣三三窟

の

紹介 ■

弓
一

集材機架空索の設計

一疲労と損耗対策一

上田実著

A5判・横組。250頁

1,500円．〒90円

農林出版

東京都港区新橋5-33-2

今

本書は，多年，林業用ワイヤロー

プの研究に取組んで，集材機架空索

の設計や，疲労と損耗対策などに貴

重な成果をあげている，艇林省林業

試験場機械化部の上田機械第一研究

室長の執筆によるもので，これまで

のデータを集大成して，多くの図版

を活用することにより，わかりやす

くとりまとめているものである。

内容を大きく分類すると，集材機

作業中の索張力と計算法，ワイヤロ

ープの疲労とS－N曲線，鋼索の合

理的な使い方の三章に分かれてい

る。

前の二章はどちらかというと理論

的なものであり，後の一章は応用的

なものであるが，いずれも要領よく

亥とめてあり，専門家だけでなく，

一般技術者にも理解しやすい表現が

とられている。

申すまでもなく，わが国の林地は

地形が急峻で錯雑していることが多

い上に，林道の密度が低いため，集

材機や索道など架空索の利用が盛ん

で，多量のワイヤロープが使用され

ているが，これまでその使用法が適

正でないことが多く，短期間に損耗

して棄却される量が相当なものであ

書 名｜著者

B6200頁450円(〒50円）

…烏3-16-1』
中桜ビル）

鰹科学技纈鼎〒'0円）
(東京都千代田区六番町7

森林記念館内）
〃

林業閑話 郎森 三

わかりやすい林菜研究解説シリーズ

｢針葉樹種子の熱と貯蔵」 柳沢聡雄
〃

｢格地土壌の生成と地力」 黒鳥 忠

古謹はとかく売切れになりやすいので，ご注文は前金でなしに，お申し込象に

対し在庫の有無，送料をご返事いたし寵すから，それによってご送金下さい。
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東京教育大学
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買いたい本，売りたい本（古書）の紹介をこの欄で取扱うことにいたし

ます。

売りたい方，書名，編著者名,･希望売価(送料込承)，住所，氏名，
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地の立木処分状況，(4)売買林地の地伽および地利，(5)

売買の理由，(6)売買当時者の状況，(7)売買価格の状況

2．原野の部（1）売買而職の規換,(2)燗入後の利用

地種，(3)売買の理由，(4)売買当聯者の状況，(5)売買価

格の状況

C.調査結果表(1)林地移鋤状況調査結果表,(2)林地売

買事例個別調査結果表1）山林の部，2）原野の部

（配付先都道府県林務部課，各営林局）

。「薪炭生産を主とした地域の実態」

に関する調査報告書

林野庁昭和42年8月B5281P

薪炭生産を主としていた地域は，薪炭需要の減退にと

もない農林家経済ないしは地域経済に大きな変化がもた

らされている。薪炭需要の減少に伴う薪炭生産量の減産

は，山村地域の収入の低下をもたらし，かつ必然的に奥

地天然林の開発をおくらせその結果，これらの地域の民

有林における拡大造林の停滞をもたらしている。本調査

は，薪炭生産を艇林家の経営を雛盤としていた地域であ

る岩手，島根，および宮崎県内の三地域を対象として，

その地域の実態を調査し，将来の施策に関する盗料を得

るため，林野庁の森林資源総合対策協議会に委託して調

査した，その結果の取りまとめたものである。

内容を目次から拾ってみると，

1．総括(1)調査のねらい，(2)調査地域の性格，（3）

林業の生産活動，(4)地域開発，林業振興上の問題点

2．アンケート調査(1)調査の概要，(2)調査結果の

概要，(3)アンケート調査結果表

3．実態調査(1)岩手県軽米地域，(2)島根県旭地域

(3)宮崎県日之影地域

（配付先各営林局，国立林試）

少

今

◎植物の休眠覚醒剤の合成とその利用法の確立

に関する試験成績書（昭41年度）

財団法人日本植物調節剤研究協会

昭和42年3月B563P

最近，ケミカルコントロールについて注目されている

が，雑草防除にもこの化学物質を使用する方法，すなわ

ち雑草の休眠種子を強制的に発芽させ，それに除草剤を

作用させることが考えられている。

本報告書は，昭和41年度の艇林省農林水産特別研究補

助金で前記の日本植物調節剤研究協会が東大，名古屋

大，京大，千葉大，九大の関係教授および艇林省股業技

術研究所，腱事試験場の関係研究者の協力を得て，生育

調節剤を利用して落下直後の休眠種子を人為的に覚醒せ

しめ，それに除草剤を同時にまたは併行的に処理して防

除効果を高めようとする研究を行なった。その成果を壷

とめたものである。

内容は，

1．休眠覚醒作用物質の合成に関する研究

2．休眠覚醒作用の生化学的研究

（1）ノピエ種子の休眠党醒作用に関する研究

（2）ヤエムグラ種子の休眠覚醒作用に|側する研究

（3）メヒシバ種子の生理生態に関する研究

3．既知の有効物質による利用法

(1)NIP剤の覚醒試験

（2）エチレンクロルヒドリソ，エチレンジプロマイド，Ⅳ

IP剤の覚醒試験

（配付先，

腱林省関係各種試験場，都道府県艇業試験場）

＄

◎林地移動および価格事例収集調査結果報告

（昭和41年度）

林野庁経済課昭42.8A5143P

この報告書は，材地移動による階層変動の方向とその

要因および林地価格形成の地域的特徴を明らかにしよう

として，昭年41度林業動向調査の一環として8姉町村を

対象に行なったものである。この種資料の数少ないとき

貴重な資料といえよう。

報告書の内容を目次からみてみると，

A、はじめに(1)調査の目的，(2)調査の主体，(3)調

査対象市町村の選定，(4)鯛査の種類と方法，(5)個別

調査の対象期間と時点

B･調査結果の概要,I林地移動の概要,(1)林地移
動の種鎮別件数,錐数,(2)林地移動の種類別面積,(鋤林地移

動の種類別当時者数，(4)一市町村当たり林j躍動の種類別

（
《

凸

－ 33－



'

◎ソ連極東森林資源開発

合同専門委員会開く

10月11日から17日までの1週間，

経団連会館で日本側12名，ソ連側13

名からなる「ソ連極東森林資源開発

専門委員会」が開かれた。

この専門委員会は，去る6月モス

クワで開かれた第2回日・ソ経済合

同委員会での合意事項の一つである

「プラント輸出と木材の貿易計画」

（河合構想)･によって双方の専門委

員会がつくられ検討されていたもの

が今回日・ソ合同の委員会開催の運

びとなったもので，協議された事項

は，

①プラントとその他の輸出に関する

件

②木材.の輸入に関する件

③輸出入調整機関に関する件

④輸出入決済の件

⑤日・ソ合同事業に関する件

⑥合同視察の件である。

この合同専門委員会において主要

協議事項となった｢河合構想｣とは，

日本の民間側がシベリアおよび極東

地域などの開発に役立てるため5億

ドル相当金額のプラントをソ連側に

輸出し，ソ連側はこれと同金額の木

材を日本側に輸出する，という骨子

のもので，これはソ連側が日本の木

造住宅建設用にこれまで日本に輸出

していた木材輸出分とは別枠に，向

う7年間7億ドル分，毎年約350万

]nSのソ連材を日本側は輸入したい

というものである。

この「河合構想」に対してソ連側

も好感を持っていると伝えられてい

た。これに対し日本側としてもソ連

材の量や輸出入の方法を検討する余

地は十分あるとしても，シベリアお

よび極東地域における石油や鉄鉱石

の開発よりは比較的実現性があると

して，双方においてそれぞれの専門

委員会をつくり検討されていたもの

である。

．この合同専門委員会の日ソ両国の

専門委員は次の通り。

P日本側代表，団長＝河合良成

（小松製作所会長)，団員＝郡司章

（三井物産常務坂締役)，可児孝夫（三

菱商事常務取締役)，松尾泰一郎似L紅

飯田副社長),越后正之(伊藤商事社長)，

桐山喜一郎（住友商事専務取締役)，市

川政夫(安宅産業専務取締役)，奥山和

夫（岩井産業専務取締役)，藤沢徳三郎

（日本輸剛入銀行副総裁)，古藤利久三

(経団連専務理事)，近藤秀一（ソ連東

欧貿易会副会長），上野金太郎（全I上

連理事長）

しソ連側代表，セドフ(外国貿易省

原材料輸出局長），マケエプ（外国貿

易銀行副理事長），ベエリスキイ（外

国貿易省貿易局長代理)，アケエフ（外

国貿易省近東東南ア貿易局課長)，ボガ

チエフ（国家調達局長代理)，チトコフ

（国家計画委員会課長)，カネフスキイ

(木材紙パルプ木材加工工業省局長)，サ

ラチエンコ（ハバロスク木材産業合同

所長)，アクラートフ（木材輸出公団総

裁)，グバノフ（在日ソ連通商部代表)，

ザチニアエフ（在日ソ連通商部代理)，

ノワノフ（在日ソ連通商部代表部)，ネ

ムゼル（在日ソ連通商代表部）

なおこの他に日本側はオブザーバ

ーとして外務，大蔵，通産，農林，

建設，運輸省の各関係官と民間側か

ら関連者が随時出席。
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◎林材界一致の

林業税制改正意見書提出

9月28日，日本林業協会は役員会

を開き「林業税制改正についての意

見書｣を決定,役員会後開かれた｢林

団懇」にはかり，同意見書を林材界

一致した意見書として了承されたの

で，同意見書を自民党総務,‘政調会，

大蔵省，農林省はじめ関係方面に提

出，42年度税制改正にあたり，同意

見書通り林業税制改正を実施される

よう強力に働きかけることになっ

た。

この「林業税制改正についての意

見書」は①林業経営の合理化を推進

するための税制改正②林業の特性に

対応する税制改正③地方税制の改正

の三本が柱となっているが，その要

点は「林業のもつ特殊性に立脚した

独自の税制の確立が必要である」と

いうもので，このため①所得税につ

いては実際に要した費用を現在価で

計算すること②法人税における計画

造林準備金制度を拡大し，造林準備

金制度と造林費特別控除制度を併設

すること③相続税の納付に延納期間

を延長し，延納利子を軽減すること

④林道は償却資産とし，その耐用年

数を延長すること⑤山林所得に対し

ては分離半額課税方式を採用するこ

と⑥木材税は外材が非課税なので廃

止すること⑦軽油引取税の免税対象

者に素材生産者を追加すること③電

気ガス税は木材チップ工業を非課税

とすることなどである。

L
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ご塘喪

近
ご
ろ
、
森
林
開
発
公
団
の
廃
止
勧
告
を
表
明
し
て
、
従
来
は
一
般
林
業
人
に
な
じ
ぷ
の

少
な
か
っ
た
行
政
管
理
庁
が
、
に
わ
か
に
身
近
な
問
題
を
も
ち
出
し
て
き
た
。

そ
の
行
政
管
理
庁
が
、
昨
年
四
月
か
ら
一
年
が
か
り
で
、
食
品
、
家
庭
用
品
の
品
質
、
規

格
表
示
や
、
土
地
、
建
物
等
不
動
産
取
引
に
関
す
る
取
締
り
の
徹
底
な
ど
、
消
費
者
保
護
行

政
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
関
係
各
省
庁
、
二
四
都
道
府
県
お
よ
び
一
九
市
を
対
象
と
し
て
行

政
監
察
を
つ
づ
け
て
き
た
結
果
、
商
品
サ
ー
ビ
ス
の
表
示
広
告
を
中
心
と
す
る
勧
告
案
を
発

表
し
た
。

そ
の
内
容
は
、
法
令
で
決
め
ら
れ
た
商
品
検
査
、
立
入
り
検
査
な
ど
が
ま
っ
た
く
ル
ー
ズ

に
な
っ
て
い
る
結
果
、
表
示
を
）
」
ま
か
し
た
不
良
食
品
や
家
庭
用
品
が
出
回
わ
っ
た
り
、
不

動
産
業
者
や
生
産
業
界
の
誇
大
な
い
し
は
一
一
セ
広
告
が
は
び
こ
っ
て
、
消
識
者
に
被
害
を
与

え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
当
局
の
取
締
り
の
強
化
、
制
度
の
改
善
を
勧
告
し
て
い
る
ば
か

り
で
な
く
、
消
費
者
教
育
の
推
進
と
消
費
者
の
苦
情
処
理
の
効
率
化
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

時
あ
た
か
も
同
じ
う
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
国
立
消
費
研
究
所
を
設
け
、
消
費
者
保
護

の
た
め
の
製
品
比
較
検
査
、
流
通
機
構
の
整
備
、
末
端
価
格
の
監
視
お
よ
び
消
識
者
向
け
の

広
報
活
動
を
展
開
し
て
、
政
府
が
消
磯
者
啓
発
に
直
接
介
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

消
饗
者
と
い
う
不
特
定
多
数
の
者
、
組
織
と
し
て
ま
と
ま
ら
ず
圧
力
団
体
に
も
選
挙
の
地

盤
に
も
な
り
が
た
い
者
の
利
諦
を
守
り
保
謹
を
は
か
る
施
策
に
、
政
府
が
本
腰
を
入
れ
て
き

た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
決
め
手
を
欠
く
物
価
対
策
の
有
力
無
二
な
決
め
球
と
し
て
取

り
上
げ
て
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
物
価
は
上
か
ら
抑
え
る
よ
り
も
、
消
費
者
の
下
か
ら
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
く
バ

ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
は
、
ド
ブ
レ
蔵
相
の
持
論
で
あ
る
が
、
天
高
く
と
い
え

ば
馬
肥
え
る
な
ど
と
悠
長
な
こ
と
を
い
っ
て
お
ら
れ
な
い
。
諸
物
価
値
上
り
の
秋
を
迎
え

て
、
お
互
い
に
消
饗
者
と
し
て
の
椛
利
意
識
と
社
会
的
連
携
感
の
高
揚
に
努
め
た
い
も
の
で

あ
る
。

（
Ｋ
生
）

卜

（
《

具

－ 35－

1



協会のうごき

◆昭和42年度第2回理事会

（在京理事会）開催

昭和42年10月4日に，主婦会館に

て下記議題にて開催した。

（ｲ)専務理事遜任の件

前専務理事徳本孝彦の後任とし

て，前札幌営林局長小田精氏が

迩任された。

㈲草津寮の運営について

本会草津寮は10月9日落成式を

行ない，10月21日より開寮の見

込であると，その進渉状況の報

告，ならびに今後の運営方針に

つき説明および質疑応答がなさ

れた。

ヤウその他

会員名簿の作成，映画尾久杉の

製作，高性能写真機の購入，協

会の機織改革等につき説明なら

びに質疑応答がなされた。

出席者：在京理事総数24名

出席者13名

委任状6名

欠席5名

◆会員名簿完成

会員名簿が完成しましたので，お

手許に屈けました。会員の方は無料

ですが，会員でない方ご希望の方は

1部500円にて領布いたします。

◆草津寮の運営について

本会草津寮が10月9日落成し，21

日より開寮した。会員の方は優待し

ますので，ご利用の方は総務課まで

お申し込承下さい。

場所草津町西ノ河原

日林協草津寮

(I℃l)688(草津営林署官舎

隣り）

◆第7回林業技術編集委員会

10月12日(木)，午後2時より本会

会議室において開催。

出席者;山内，小野，小林，石崎，

草津寮

畑野，中村，中野の各委員

と本会から，成樫，橋谷，

八木沢，中元.．

●会員増強運動着々実る

会員1万名増強運動の効果も着奄

とあがり,10月末現在状勢は次の通

り。帯広250，札幌20，高知220，

秋田70,名古屋60の新会員獲得。

名簿追補
会員名簿追補訂正

18頃福岡県庁分会に森林開発公団福岡支所を追加

さきに配布いたしました会員名簿下記のように訂正，187〃八幡腿林聯務所分会に

追補いたします。北九州市小倉農政事務所〃

電話番号訂正〃八幡雌林事務所分会に

57頁新発田営林署分会電新発田4146～8北九州市若松農政事務所〃

186頁福岡県支部〃福岡（74）6206〃八幡股林聯務所分会に北九州市殖産課〃

188頁中部艇林事務所分会〃佐賀（3）7768〃県林業試験場分会に福岡県林業試験場〃
－－‐‐－－－－＝一一二＝.』＝－‐ － －

惨編集室から旬デパートの売場にならべられた
マツタケの値の高さに胸をつか

れ，サンマの水揚げが今年は少なく食膳にのぼる機会も

少なかろうと哀しむ東京の秋。自然の秋の気配は朝夕の

冷え込承にその深室りを感じるぐらいで，もえるような

紅葉，澄象きった青空は話に聞くだけ。

東京の緑は本当の緑ではない。並木の汚れのひどさに

おどろいた，と地方の会員からお便りをいただきました

が，秋にはその並木が紅葉せずにそのまま枯葉になって

しまいます。

編集室の夏から秋は「林業手帳」とともに明け暮れま

す。見本を手にして，できばえにほっとするとともに，

もう10月も終わりかと月日のたつ早さを嘆じるのが毎年

のことです。11月中にはご愛用の皆様方のお手許におと

どけする予定ですのでお知らせ申し上げますb

（八木沢）

昭和42年11月10日発行

林業技術第308号
編集発行人蓑輪満夫

印刷所大日本印刷株式会社

発行所

－36－

社団法人日本林業技術協会

東京都千代田区六番町七番地
冠話（261）5281(代)～5

（振醤東京60“8審）
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一

山林の樹木調査が
より速く､より能率よく､より手軽に作業で篝る
画期的な新製品

今

塗料に直接加圧するエアレス方式を採用！軽量で簡単な操作で水溶性塗料の低圧霧化が

実現しました。3人分の作業が1人で出来る高性能｡ナカヤペットだけの優れた機構です。
（
《

●主な特長

1スマートなコン'くクトタイプ

ちょっと見には噴霧器と思えないスマートさ、山
林中の作業に支障のないコンパクトタイプ．

2噴霧量の鯛整も自由自在

今までのエアゾール方式に比べ、途料を直接加圧

する方法なので、塗料の噸射量の調節が自由にで
き、作業性が大へん良好です．

3．人件愛も1/3に大巾削減

ナップサックに入った将負式、手軽に背負って山林
の中へ……3人分の作業が1人でできます．
人件費が大幅に削減できます．

4取扱い、手入れは簡単！

取扱い、操作も簡単にできるよう設計されています。
塗料の稀釈や満掃も1人で手軽にできます-。

代理店

蓉東鶏興産樵鵡斜｡製品部鰄鑿撫菟声会鐡玉県川口市本町1-114TEL(JIIn)22-5136TEL(368)0928



森林航測墨繍躍潟‘卿書』IIIIIIIIIIIIIIIⅢ．

i:奎麓駕襄威者”“羅…卿Ⅷi
三

口応用面の解説記事ほ簡易測量，林道設計，荒廃地測三

量，森林調査その他広い範囲にわたります。

森林航測No.65(11月号）目次

三○航測技術の発展を期待して……若林正武…1○山官のカメラ漫歩…．．…･･･…･…八木下弘･…15言
雪

三○空中写真による治山調査………秋谷孝一…2○ブラジルの森林と写真利用方途三
三○地形を写真で観る(XVII)･…･渕本正隆…7……ヒルデグランド・デ・クロール19=
三○空中三角測量の初歩(その2)…森戸博…9○ニュージーランドだより…･…、西沢正久21=

三

三○林道予定路線の選定と．○トピックス････”…･…･･．．…･大浜雅宜･22三
三

三簡易空中写真測量法(その2)･･･中曽根武夫…13○質疑100題･･…．．…･…．．……尾崎幸男･･24三
三

舅
呂＝
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A5判・138ページ・上質紙・表紙デラックス型・記入欄120ページ

参考資料

予約受付中配本12月上旬より

民有林・国有林別全国配置図

森林資源に関する重要法案

造林・林道・治山・構造改善等補助率・資金・融資。災害復旧等，資料

全国共済組合等保養所一覧

その他多数綱羅

業務上の記録にご利用下さい

〔会議・出張・現地調査他一般事務等多方面にご利用下さい〕

日本林業技術協会東京都千代田区六番町7
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監 修林野庁

編集．発行日本林業技術協会

B5判227ページ

定価850円（〒実費）

崎･集謹材の技術は機械化によって大幅に向上いたしましたが，健全な林業経営を行

な蕊灘蓋兵墨鰯:鯨簾識菫菫鱸熱懸熟実行し“本脅は,|国有林製品生産の
約50轤例を淑録して挙り,1こ

も懸苧職’
伐木造材作業／集材

着を実績を上げつつあるこれら事例の中にはすでに事業化され

材機作業〔2．器具の機作業〔1．作業方式〕／集

改良〕／トラクタ作業／作業道作設および運材作業／造林との連携
作業／安全管理／製品生産の総合改善／その他
に分かれ，それぞれ地域的にも規模的にもバランスをとっていくつかずつの事例を収録し
ております。本譜は国有林の事例だけを収録したものではありますが，会社有林，私有林
においても経営の合理化に十分活用しうるものであります。

東京都千代田区六番町7日本林業技術協会撫撫28鵬)夷

生

＝＝壼二馬'一一--.-”.夢､一一一．…-…“一一一・五哀二二二二一一・一一一一…一一一‘一一■－－－コ
|一向吟?=藍やQ--ご‐P､｡＝’、や

列
ー函一一一今旦◆＝ローヴもー一

＝司一･守争･垂や-.-託●~ー亭＝．､｡■■ロー“

'練業技術通信林野庁研究普及課日本林業技術協会

林業経営・造林・森林保護・木材加工・林産化学・特殊林産
林業機械・普及方法

の各分野の最新の研究，調査の結果，技術の動向など林業技

術者に必要な情報を提供します。

B5判24ページ，頒価一部70円送料25円

毎年2．5．8．11月発行

申込先一東京都千代田区六番町7日本林業技術協会
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林野庁補助対象柵
松くい虫駆除予防薬剤<"tf..騒録鋪6826号，

伐倒木に／モノーB乳剤雄立木に／モノ一A乳剤

包装5′・l8j缶入カタログ進呈

東京ファインケミカル株式会社
本社東京都千代田区内幸町1（大阪ピル）電（501）7801代
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電箇舌

大阪市南区鰻谷西．之町
電話（26）5871
束京都千代田区丸ノ内3ノユ0
電話（212）39
札幌市北二条束1丁目プラチナピル

大阪営業所

東京営業所
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測量が簡単にできる

獄空中写 測量板
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一こんな測量はアミ・テンプレートで－

○森林計画お.よび経営計画編成における小班区画の測量

○国有林収種調査周囲測量

○現地作業が困難な崩壊地の測量

１
１

一こんなに便利一

○従来のアランデル板と点格子板の機能を同時にもち、測

量と同時に実測図と面積が求められる。

○マイラーに比べて非常に透明度が高く測量がしやすい。

○必要な縮尺の実測図を簡単に作られる。

一価格一

発売

一枚850円

元社団法人日本林業椥府協会
東京都千代田区六番町7

電話（261）5281振替東京60448番
|’
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本櫨圭のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ日本植生株式会社植 株 社サ

営業品目一 本社
東京分室
営業所東京
大阪
秋田

福岡

岡山

札幌
名古屋

代理店

岡山県津山市高尾590のI

千代田区神田佐久間町3の33(三井田ビﾙ）
千代田区神田佐久間町3の33(三井田ビﾙ）
大阪市北区末広町14番地新扇町ピル
秋田市中通I)6丁目7福祉センターピル
福岡市大名1丁目1番3号石井ビル
岡山市磨屋町9#18号（岡山農業会館）
札幌市北4条西5丁目一イビル
名古屋市瑞穂区堀田通り6-IO平塚ピル
全国有名建材店

(津山代表)7521～3
(861)3643

(851)5537
大阪(341)0147
秋田（2）7823
福岡(77)0375
岡山(23)1820

札幌(24)5358～9
名古屋(871)2871

代表)7521～3
il)3643

,1)5537
I(341)0147
ﾖ（2）7823
3(77)0375
j(23)1820

Z(24)5358～9
2(871)2871

Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ

Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ

Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ

蝋
純
咋
咋

吹付エ

飛砂防止

ｲﾝｽﾀﾝﾄ芝

造園緑化

有効成分一リンデン･二臭化エチレン･ｵﾙｿジｸﾛー JIベンゼン

醐剖サテ隙
マツクイ虫

予防と駆膣

艮類の

除に

一一

L
，nヶ

子 I(予防.駆除）

オー歳ル きず 剤(駆除）
(林野庁補助対象薬剤） F油 (駆除）
農林省釜録 ９

８
９

７
７
７

節
雛
鋪

両
〃
酒
Ｕ
煙
り

８
０
０

０
９
１ 特長

①殺虫力が強く松くい虫をはじめ木材せん孔虫のあらゆる
虫態（卵・幼虫・鋪･成虫）に有効②樹皮・木質部への浸
透力が強い③燃蒸性がありカミキリ虫幼虫に有効④浸透性
と共に降雨による流亡が少ない為効果の持続性が長い⑤材
質を変色、変質させない⑥安価で取扱いがかんたん.…．
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営業所札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡・鹿児脇
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